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第２回土壌環境施策に関するあり方懇談会議事録 

 

 

１．日 時   平成１９年７月３１日（火）９：３０～１２：００ 

２．場 所   環境省第１会議室 

３．出席委員   委 員 長  髙橋  滋 

         委 員  石渡 秀雄 

               大塚  直 

               荻原  勉 

               奥村  彰 

               神谷 文吾 

               栗原 明広 

               佐藤  泉 

               佐藤 雄也 

               正保  剛 

               鈴木 一男 

               中杉 修身 

               早瀬 保行 

               廣田 裕二 

               藤井 良広 

               細見 正明 

               前川統一郎 

 （欠席は、嘉門委員） 

 

４．委員以外の出席者 

環境省 

  竹本水・大気環境局長、寺田水環境担当審議官、岡部総務課長、坂川土壌環境課長、高澤土

壌環境課課長補佐、佐藤土壌環境課課長補佐、藤塚地下水・地盤環境室長 

 

参考人 

 石原  肇  東京都環境局有害化学物質対策課副参事 

北田博雄  千葉県環境生活部資源循環推進課副課長兼資源循環室長 

奥村興平  応用地質株式会社東京本社技術参与 

浦  満彦  鹿島建設株式会社環境本部次長 

金原暁治  三友プラントサービス株式会社取締役副社長 

吉田和矩  ＥＲＭ日本株式会社代表取締役 

   

５．議 題 

  （１）土壌汚染対策法の施行状況等について 

  （２）土壌汚染に関する現状把握のための関係者からのヒアリング 

    ①地方公共団体 

    ②調査、対策、処理事業者 

  （３）諸外国の法制度、実態等について 
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６．議  事 

（坂川土壌環境課長） 

 おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから第２回土壌環境施策に関するあり

方懇談会を開催させていただきます。本日は外気温が少し低いものですから、冷房が今入ってお

りません。会議の途中で入るかどうか微妙なところでございまして、多少暑いかもしれませんが、

どうかよろしくお願いしたいと思います。 

本日は、嘉門委員が御欠席との御連絡をいただいております。それから佐藤泉委員と神谷委員

は少し遅れるとの連絡を頂いております。 

まず最初に、本日の配付資料について確認させていただきたいと思います。議事次第の１枚紙

がございますけども、その裏に配付資料一覧がございます。ここに書かれておりますように、資

料１から９まで、本日は用意されております。資料１が委員名簿、資料２が土壌汚染対策法の施

行状況等に関する補足説明資料、資料３が東京都における土壌汚染対策の現状と課題、資料４、

千葉県における残土問題の現状について、資料５、土壌汚染調査の現状と課題、資料６、土壌汚

染対策工事の現状と課題、資料７、汚染土壌の搬出及び処理・処分の実態、資料８、諸外国の土

壌汚染対策の法制度、資料９、諸外国の土壌汚染対策の現状、以上でございます。 

もし足りないものがございましたら、事務局までお申しつけいただきたいと思います。よろし

いでしょうか。 

 

（了 承） 

 

（坂川土壌環境課長） 

 それでは、以後の議事進行を座長の髙橋先生にお願いします。 

 

（髙橋座長） 

よろしくお願いいたします。それでは早速、議事に入らさせていただきます。本日は、土壌汚

染に関する現状把握のための関係者からのヒアリングを議題としております。このため、議事次

第に記載されております方々に参考人として来ていただいております。後ろに座っていらっしゃ

いますが、よろしくお願いいたします。 

最初の議題でございますが、土壌汚染対策法の施行状況等についてでございます。前回の懇談

会で委員の先生方から御指摘のありました事項につきまして、事務局から補足説明してください。

よろしくお願いします。 

 

（佐藤土壌環境課課長補佐） 

それでは、資料２の土壌汚染対策法の施行状況等に関する補足説明資料をごらんください。前

回、委員の先生方から御指摘や御質問がございました事項について、補足説明させていただきま

す。 

まず、１枚目の表題１の土壌汚染対策の実施内容（重複を排除後）です。前回御説明した資料

の中に、土壌汚染対策の実施内容というのがございまして、土壌汚染の対策が実際どのような内

容となっているのかをあらわした図がございました。その図はそもそもの事例数の母数が不明で、

複数回答ありの整理であったため、掘削除去の割合がどの程度となるかが不明確となっておりま

した。そこで今回、回答の重複を排除して整理しました。 

まず、都道府県から回答のあった母数となる対策を行った事例数は３６２事例あります。その

うち土壌汚染の除去を行った事例は３２９で、９１％に上ります。土壌汚染の除去以外の措置で

そのほかの措置、舗装、盛土、原位置封じ込め等を行った事例は３３事例ありまして、９％とな



- 3 - 

っています。土壌汚染の除去の内訳は、掘削除去のみが２６４で７３％となっています。矢印の

下ですけれども、このように９１％の事例において土壌汚染の除去が行われています。また掘削

除去のみを行った事例が７３％ありまして、原位置浄化とあわせて掘削除去を行ったところを含

めますと８２％となっております。 

次にめくっていただきまして、２－１汚染レベルの違いによる措置の内容についてでございま

す。前回、汚染濃度の高いところと低いところで措置の内容の傾向に違いはあるのかという御指

摘がございました。そこで、汚染濃度の違いによって対策の傾向がわかるように整理してみまし

た。上の２－１の図は含有量基準超過で、下の２－２の図は溶出量基準超過になります。まず上

の方ですけれども、含有量基準超過では、指定区域に指定された２８サイトについて、指定基準

値の１０倍で、超過したかで分けてみました。そうすると、１０倍を超過したのは６サイトで、

汚染除去が選択されたのは４件、除去以外は２件となっております。それから下の方の矢印で、

基準値１０倍以下は２２サイトで、汚染除去が選択されたのは１９件、除去以外は１件となって

おります。結論としまして、汚染の度合いにかかわらず汚染除去、その中でも掘削除去が選択さ

れる傾向がうかがえます。 

それでは、下の方の図の溶出量基準の方に移りたいと思います。こちらの方は、指定区域に指

定された５８サイトについて、第２溶出量基準を超過したかで分けました。第２溶出量基準とは、

通常の溶出量基準の１０倍から３０倍の値が定められております。第２溶出量基準を超過したの

は上の方の矢印ですけれども、２４サイトで、このうち汚染の除去が選択されたのが１８件、除

去以外が１件となっております。下の方の矢印で第２溶出量基準以下は３４サイトで、汚染の除

去が選択されたのが３１件、汚染の除去以外は１件となっております。結論としまして、こちら

も汚染の度合いにかかわらず、汚染の除去、その中でも掘削除去が選択される傾向となっており

ます。 

続きまして３、事業所の廃業件数です。前回事業所の廃止件数についてお尋ねがありました。

こちらの方で調べましたところ、工業統計の方で従業員１０人以上の事業所について１年間に廃

業される件数がありました。ただし従業員１０人未満の廃業件数ですとか、あるいは全事業所の

廃業件数は出ておりませんでした。ここで事業所とは、工業統計の調査対象となる工場、製作所、

製造所のことを言います。表中で下線が引いてありまして、下の方の一番大きな数字が廃業件数

になります。直近の平成１７年では、１年間に３，５２３の事業所が廃業等となっております。 

続きまして参考１ですけれども、今言いました事業所数を従業員別で見た比較でございます。

全事業所数は４６万８，６２１事業所あります。先ほど廃業件数の数字が出ておりました従業員

１０人以上の事業所数は１３万３，４５５事業所となっております。 

次のページに移りまして、参考２の事業所の推移でございます。三つグラフがありますけれど

も、一番左端の図が我が国の事業所数の推移をあらわしております。色別に従業員別をあらわし

ております。近年事業所数は減少する傾向にあります。毎年新規に事業を開始する事業所数から、

廃業する事業所数を引いて、存在する事業所数として結果的にあらわされております。先ほど申

したとおり、従業員１０人以上の事業所数以外の正確な廃棄業件数は、不明となっております。 

ここで恐縮ですけれども、最後のページの参考３をごらんください。参考３は前回御説明した

ものと同じものでございますけれども、土壌汚染対策法３条の有害物質使用特定施設の廃止時の

調査の実施状況となっております。これは法施行後４年間の数字となっております。土壌汚染対

策法の有害物質使用特定施設の使用廃止件数は、４年間で３，１０２件ありまして、そのうち調

査が実施されたのが６１８件となっております。先ほど事業所の廃業件数では従業員１０人以上

に限って平成１７年の１年間で３，４２３件あったところでございます。 

戻りまして４ページの４、土壌汚染対策に関連する条例等についてでございます。次の議題で、

地方公共団体の条例についてヒアリングすることになっておりますので、御参考といたしまして
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全国の土壌汚染対策に関する条例の制定状況について御説明いたします。 

まず土壌汚染対策に関連する法令として、法律レベルでは土壌汚染対策法がございます。一方

全国の地方公共団体では法律のほかに条例等を独自に制定し、土壌汚染対策に取り組まれており

ます。土壌汚染対策に関連する条例等を制定している都道府県は全国で３４都道府県となってお

ります。同じく土壌汚染対策法の政令市レベルで土壌汚染に関連する条例を制定しているものが

２８市となっております。また市町村レベルでは３７市町村が条例等を制定している状況でござ

います。 

続きまして、代表的な地方公共団体の条例についてでございます。地方公共団体の条例に盛り

込まれている主要な内容を簡単に御紹介いたします。まず土地改変時に調査を義務づけるものが

あります。東京都や大阪府では、３，０００平米以上の土地改変がある場合に、調査が義務づけ

られております。それから有害物質を使用する事業所等の廃止時に調査を義務づける条例があり

ます。条例では法律は対象とならない場合もカバーするよう工夫されるところがございます。そ

れから土壌汚染対策計画の提出の義務づけがございます。汚染が判明した場合に対策計画提出を

義務づける点に特色があります。４番目ですけれども、土壌汚染判明時の自主調査結果の報告の

義務づけがございます。最後に、土壌汚染に関する情報の引き継ぎ規定を定めている条例がござ

います。 

続きまして、残土条例についてでございます。これも前回御説明したものと同じものとなって

おります。全国の土砂の堆積、埋め立て等による土壌汚染の防止を図る条例等、いわゆる残土条

例を制定している県は７県ございます。また残土条例を制定している土壌汚染対策法の政令市で

は１０市、市区町村では１４５市町村ございます。 

 

以上が、前回御指摘、あるいは御質問等のありました件についての補足説明になります。 

 

（髙橋座長） 

 どうもありがとうございました。それでは今の御説明について、御質問等がございましたら、

いただきたいと思います。いかがでしょうか。正保委員、よろしくお願いします。 

 

（正保委員） 

 ２ページの下の２－２ですけれども、第２溶出量基準というのがございますけれども、この第

２溶出量基準の意味というのを少し御説明いただけますでしょうか。 

 

（佐藤土壌環境課課長補佐） 

 第２溶出量基準がございまして、これは溶出量基準の場合に第２溶出量基準というものを定め

ております。これは有害物質の場合に例えば鉛とか、その物質ごとに１０倍から３０倍のものを

設けてございます。この意味は何かといいますと、対策の内容を変えております。例えば濃度が

濃くて第２溶出量基準を超過している場合ですと、一番完全な対策を行わなければいけないとか、

あるいは第２溶出量基準未満の１０倍から３０倍までにおさまっているものであれば、封じ込め

等ができるような対策が選択されることができます。一番大きな意味は対策の内容に響いてきま

す。 

 

（正保委員） 

 そうしますと、この中で分類していただいているのですけれども、第二溶出量基準の中での対

策では、ミニマムここまでが対策として必要であるというのが定められていると思います。第二

溶出量基準に定められた対策以上のものを対策としてとっているというのはどれくらいかという
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のが見えるようにさせていただけたらありがたいとなと思うのですが。 

 

（佐藤土壌環境課課長補佐） 

 御指摘ございました過剰なものがとられているかどうかということを見えるようにという御指

摘だと思いますけれども、少し事務局の方でまた資料を整理したいと思います。 

 

（正保委員） 

 はい、お願いします。それともう一つ、これもちょっと教えていただきたいのですけれども、

５ページの上の段ですけれども、土壌汚染判明時の自主調査の報告の義務付けというのが愛知県

で実施されているようなんですけれども、これは自主調査で土壌汚染が判明したときに結果を報

告するということでしょうか。 

 

（佐藤土壌環境課課長補佐） 

 愛知県の条例がございまして、自主調査結果、まず事業者等に土壌汚染があれば報告を義務づ

けるようなものでございまして、いわゆる自主調査であっても都道府県の方に報告するというふ

うに言われている条例になります。 

 

（正保委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（髙橋座長） 

 どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。後の議題もたくさんございますの

で、またおいおい御疑念等がおありになれば、適宜、事務局の方にお出しいただきたいと思いま

す。 

 それでは次の議題に移りたいと思います。土壌汚染に関する現状把握のための関係者からのヒ

アリングということでございます。まず地方公共団体では、土壌汚染対策法の運用に加えまして、

今御紹介いただきましたように独自の条例を定めて取り組まれております。その状況についてヒ

アリングをしたいと思います。まず東京都の石原様から御説明をいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 

（石原参考人） 

 資料３に基づきまして、御説明いたします。今、佐藤補佐から御説明ありましたけど、資料２

の５ページの上の段が東京都の件がいろいろ出ておりますので、それを見ながらお聞きいただけ

ればと思います。 

 資料３ですけれども、１０ページからなっておりまして、東京都で現在、土壌汚染対策の現状

と課題ということで、法の施行状況とそれから条例の仕組みと、それからどういった届け出状況

になっているかというのを御説明させていただければと思います。 

 まず１枚目ですけれども、環境確保条例と土壌汚染対策法ということで、時系列で並べてござ

います。東京都は公害防止条例がございましたが、これを全面的に改正いたしまして、平成１２

年１２月に環境確保条例を公布しております。この際、土壌汚染対策の規定を新たに盛り込みま

して、翌年の１３年１０月に施行しております。その後、土壌汚染対策法が１５年２月１５日に

施行されておりまして、それまでの条例の中の仕組みとしては環境省で出されていた１１年指針

に準じた形でやっておりましたけれども、法が施行されましたので、その際条例の施行規則と土

壌汚染対策指針の改正を行って、法の諸所の規定にあわせた形をとってございます。 
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 ２ページ目でございますけれども、法施行以降の１９年２月１４日現在の施行状況でございま

す。全国での件数と東京都の件数を比較してございます。全国で廃止件数は３，１００を超えて

おりますけれども、このうち東京都では２８８件の廃止件数がございます。調査猶予件数につき

ましては、全国ベースで見ますと２，３７９で東京においては９８件、それから調査の実施件数

ですが、全国では６５６件、東京都では１５４件。その結果、指定区域になっているものが全国

では１７０で、都内では５１となっております。全国と比較した場合、廃止件数で１割弱、それ

から指定区域数では３分の１弱といった比率になってございます。２ページ目の下段ですけれど

も、法３条で判明した汚染状況ということで、廃止件数２８８の内訳を記してございます。調査

は１５４行われていて、最終的に指定区域になっているのが５１でございます。 

 おめくりいただいて、３ページ目でございますけれども、都内の指定区域の状況ということで

区部と多摩部に分けて指定されたものがどうなっているかというのをあらわしてございます。合

計で５１件ございましたけれども、全部解除されているものが３０件ございます。一部解除が１

件でございます。それから区部と多摩部を比較いたしますと、区部の方が４２件の指定件数がご

ざいまして、多摩部は９件でございます。基本的には大体の指定区域が指定解除の方に対策がと

られる傾向が見られます。一応ここまでが法の施行状況でございます。 

続きまして条例がどういうことになっているかということをまず御説明して、その後それぞれ

の施行状況を御説明いたします。 

 条例では、先ほどの資料２の５ページ目にもございましたが、東京都は法よりも幅広に調査の

契機を設けております。二つございまして、一つは有害物質取り扱い事業者が工場とか指定作業

所を廃止・除却するときに調査を義務づけているもので、１１６条というものでございます。こ

れは工場・指定作業所が廃止されるときに調査してくださいということになっておりまして、土

壌汚染状況調査を行い、汚染があった場合には汚染拡散防止計画を立てていただいて、措置を行

っていただくという流れになっております。ですから、基本的には法３条に似た流れです。ただ

し指定区域といったような制度はございません。 

 それからもう一つの流れが、３，０００平米以上の土地の改変時に、土地改変者に調査を義務

づけているものでございます。これは１１７条というものです。それで、１１６条と異なるのは、

最初の段階で地歴等の調査を行っていただいて、その地歴等の調査から汚染のおそれがあるとい

うふうに判断されたものについては、土壌汚染状況調査を行っていただくという仕組みになって

おります。それ以降の流れは１１６条と一緒でございます。 

 次に４ページ目の上段になりますけれども、対象となる事業者は有害物質取り扱い事業者とそ

れから土地改変者の二通りあるということでございます。それで、今まで御説明しました条例と

法がどういった点で異なるかという概念的な図を示したのが４ページ目の下段でございます。法

は黄色い丸の囲みであらわしておりますけれども、廃止施設でその取り扱っていた物質を対象に

しているということと、法施行日以降に使用していたものということになっております。これに

対しまして、条例の方では上の方を囲んでいる楕円形が１１６条の方になりますけれども、その

工場内で使用しているもの、それから過去に使用したものも対象にしております。それと土地改

変、３，０００平米以上の土地改変者に義務づけているというところで、法と比較した場合、調

査の契機が多くなっている仕組みになってございます。 

 続きまして、５ページ目をごらんいただきたいと思います。条例の手続開始件数の推移でござ

います。１１６条と１１７条を平成１３年の１０月から平成１８年の９月まで横に取って並べて

います。おおむね１１６条の場合、年平均で２５０から３００の間ぐらいで推移しております。

それから１１７条の土地改変の方は、６００件ぐらいで推移する傾向にございます。 

この後、１１６条と１１７条の個々の状況について御説明いたします。まず１１６条の届け出

状況でございます。１１６条の場合は工場の廃止等を契機として調査しておりますので、１，２
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８６件の調査報告が出されたうち、４２２件で拡散防止計画書が出ておりまして、おおむね３分

の１程度で汚染が見つかり、措置が取られてきているということでございます。そのうち、完了

届が今のところ３２０出ているという状況でございます。 

続きまして６ページ目をごらんいただきまして、今、申し上げた比率を示したのが上の図でご

ざいます。大体３分の１ぐらい汚染が見つかります。それで６ページ下の図は工場の規模別の汚

染割合を示したものでございます。工場といっても規模はかなり大小開きがございますので、左

の軸に取ってありますような幅で汚染の比率を見たものでございます。ごらんいただくように、

面積が大きければ大きいほど汚染が見つかる割合が高くなっております。どんどん割合が小さく

なる傾向にあるのですが、３００平米未満についてはこの傾向からちょっと外れて、汚染の割合

が高くなっております。我々としてはこれにつきましては、メッキ業とかクリーニング業とか、

そういった比較的敷地面積の狭いところで汚染の見つかる割合が高い業種が集中していることに

よって、こういった傾向が出ているのではないかというふうに考えております。 

続きまして７ページ目から１１７条関係でございます。１１７条の最初の段階で土地改変者に

対して地歴等の調査を求めております。それについてお示しをしましたのが７ページ目でござい

ます。地歴調査で求める事項ということで上段に書いてございます。調査の目的はその対象地の

過去の土地利用履歴を調査し、対象地に有害物質の取り扱い事業所が存在したか否かなど、有害

物質で汚染された可能性はないかなどについて調査することとしております。届け出書の内容に

つきましては、土地利用の履歴、それからその履歴等の年表、対象位置の図、土地利用状況、そ

れから対策後の土地利用計画図、それから公図、あとは根拠資料としております。具体的な根拠

資料は７ページ目の下段に示したとおりでございます。住宅地図とか地形図、航空写真、それか

ら不動産の登記簿謄本、商業登記簿謄本、社史、水濁法とか下水道法に規定する届出書、条例や

当然法案件も含まれますが、過去に手続された土壌汚染対策の届出書、それから状況調査結果な

どを根拠資料としておつけいただくことになっております。 

それから８ページ目でございますが、これは１１６条の方にも共通しますが、土壌汚染状況調

査を行った上で措置を取っていただくということになったときに、汚染拡散防止計画書というも

のを出していただきます。これは土壌汚染状況調査の結果の概要をつけていただくとともに、汚

染拡散防止の方法ということで汚染範囲の確定、汚染土量の確定、対策の方法、対策の完了確認、

汚染土壌の搬出先、汚染拡散防止計画の目標、対策工事の工程、対策中の環境保全対策などにつ

いて計画書をお出しいただき、その措置を取った上で完了届を出していただくことになっており

ます。 

それで、８ページ目の下段でございますが、記録の保管・承継ということで、この土壌汚染対

策を実施したものは、条例に基づき実施した調査、処理について記録を作成し保管しなければな

らないというふうに規定しております。それから土壌汚染対策を実施した後に土地を譲渡する場

合がございますので、この対策を行った者は上記の記録を、土地の譲渡を受ける者に確実に引き

継がなければならないというふうにしてございます。 

９ページ目でございますけれども、１１７条に基づく届け出の状況でございます。下段の図と

あわせてごらんいただくとわかりやすいかと思いますが、これまで地歴調査は２，８４４件出て

おります。汚染が確認されておりますのが１２．１％で、大体半期ごとに計算しておりますけれ

ども、おおむねこのぐらいの数字で推移しておりまして、地歴から汚染が見つかるに至るものは

大体最終的に８分の１程度で推移しております。 

それから１０ページ目でございますけれども、この１１７条の届け出で汚染が見つかり、拡散

防止措置を取ることになったものの平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日まで、法施行

後に１１７条の対策の内容を、対策後の土地利用とどういった対策がとられているかというのを

あらわした表でございます。この場合確実に再開発みたいな案件もございますけれども、現状建
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っているものがそのまま使われるようなケースもございまして、３，０００平米以上の土地にお

いて土地改変が行われたものを扱っていますので、そういったケースがございます。例えば学校

とかは、学校が建っているのだけれども、学校の敷地内の一部で行われたようなものも含まれて

います。傾向といたしましては、どういった土地利用でも基本的には掘削除去が非常にウエート

が大きいということがわかるかと思います。そういった傾向にあると考えられます。 

今まで御説明いたしましたことをまとめまして、１０ページの下段でございますけれども、都

内における土壌汚染対策の傾向と課題ということでまとめてみました。まず工場廃止時、これは

法３条と条例１１６条になりますけれども、中小企業は対策費の負担に非常に苦慮しているとい

う状況にございます。対策方法が掘削除去に偏っているという傾向にあるかと思います。それで、

土壌汚染対策法に基づく基金がございますけれども、助成要件が厳しくて、基金の対象となる案

件が極めて少ない状況にございます。これは先ほど図で御説明しましたけれども、法と条例の対

象範囲が異なっておりまして、法令の件数が条例案件よりもはるかに少ないと。そもそも法案件

でなければ基金の対象ではございませんので、法案件が少ないこともあるのかなというふうに考

えております。それから土地改変時でございますけれども、これは事業規模が大きい、それから

対策方法が掘削除去にやはり偏っている、東京の特徴としては地価が高いことでブラウンフィー

ルドは発生しにくいのかなというふうに推測しております。 

雑駁でございますが、以上でございます。 

 

（髙橋座長） 

 石原様、ありがとうございました。それではただいまの御説明につきまして、御質問等をいた

だきたいと思います。廣田委員、どうぞ。 

 

（廣田委員） 

 今の御説明いただきました１０ページの上の表ですけれども、幾つかお聞きしたいのですが、

時間が多分限られておりますので、１点だけ。住宅で不溶化が２件、覆土が１件、これはどうい

ったケースなのか、もしおわかりになれば、教えていただきたいと思います。 

 

（石原参考人） 

 すみません。現段階で細かい資料を持ち合わせておりません。申しわけございません。 

 

（髙橋座長） 

 後でまた、事務局を通じてよろしくお願いいたします。ほかにいかがでしょうか。では、鈴木

委員。 

 

（鈴木委員） 

 同じく１０ページ目ですけれども、表にあります掘削除去、やはり圧倒的に１５７件と多いの

ですけれども、この後の土壌の行き先とか処分方法というのは具体的に事例としてございますで

しょうか。 

 

（石原参考人） 

 基本的にはさまざまな行き先がございまして、いわゆる土対法の認定施設も当然ありますけれ

ども、それ以外のケースもあります。やはり多いのはセメント工場がかなり多いのではないかと

いうふうに思われます。 
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（髙橋座長） 

 佐藤雄也委員、お願いします。 

 

（佐藤雄也委員） 

 ４ページの法と条例の相違点というところで、法以外のところで汚染が見つかった場合に、例

えば土地取引の場合は、法の場合には情報を見ることができますけれども、東京都の条例では、

それはどのように実際に土地取引に反映されているのでしょうか。 

 

（石原参考人） 

 東京都の条例は事業者に公表とかを特段義務づけておりません。ですが、東京都の情報公開条

例がございまして、そういった土地取引の際に案件がおわかりになっていて、開示請求をしてい

ただければ、基本的には個人情報以外は全部開示という状況になってございます。 

 

（髙橋座長） 

 まだいろいろありますので、どうしてもというのがあればですが、いかがでしょうか。では前

川委員、どうぞ。 

 

（前川委員） 

 同じく４ページの図にありますように、東京都の条例におきましては法に比べて幅広く条例の

範囲にされておりますけれども、この条例の範囲にも当たらないような土壌汚染の事例というの

があれば教えていただけますか。 

 

（石原参考人） 

 それは多分かなりあるとは思いますが、つまり工場廃止とかでもなく、それから３，０００平

米以上の土地改変でもないようなケースでは、当然多数あると思います。ただ私どもの方ではあ

くまでも条例に基づいて届け出をいただいたものしか見ておりませんので、そういった意味では

個別にそれぞれを把握しているという状況にはございません。 

 

（髙橋座長） 

 大変申しわけございません。まだいろいろと後に議題が残っておりますので、御質問等ござい

ましたら事務局を通じて御質問いただければ、しかるべく、石原様からまた御回答をいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 石原様、ありがとうございました。 

 

（石原参考人） 

 どうもありがとうございました。 

 

（髙橋座長） 

 それでは次に千葉県から、残土問題につきましてヒアリングをしたいと思います。千葉県の北

田様から御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（北田参考人） 

 千葉県の北田でございます。よろしくお願いします。お手元の資料４、「千葉県における残土

問題の現状について」を用いて御説明させていただきます。千葉県の残土条例につきましては、
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先ほどございました資料２の中の代表的な条例として、千葉県のものを取り上げていただいてお

りますけれども、その内容につきまして御説明させていただきます。 

 まず条例の制定の背景でございますけれども、千葉県では平成７年から８年にかけまして建設

残土等による埋立てが無秩序に行われまして、埋立てによる土壌汚染、土砂等の崩落の問題がご

ざいました。このため、県民生活の安全確保・生活環境の保全を図るため、防止策が求められま

した。具体的には残土処分場から六価クロムが検出されたという事件でございます。県としての

対応でございますが、対応できる法令がなかった、もちろん農地法とか森林法に基づく手続は行

われておりますけれども、具体的に埋立てに用いる土砂についての基準がないというところから、

県独自の「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」いわ

ゆる｢残土条例｣を制定いたしました。１０年１月１日からの施行でございます。 

残土条例の概要でございますが、資料２のところと少し重複いたしますが、対象事業といたし

ましては土砂等の埋立区域の面積が３，０００平米以上の事業が対象でございまして、許可制度

を用いております。公共事業を除くすべての埋立てが対象でございまして、３，０００平米未満

につきましては市町村条例によって対応が可能でございます。県内の市町村では一般的でござい

ますけれども、５００平米以上、これを許可対象としているようでございます。県の条例の基準

でございますけれども、アといたしまして「安全基準」に適合しない土砂等の埋め立ての禁止と

いうことでございまして、安全基準は土壌環境基準に準じて規則で定めております。イの「埋立

ての停止命令」、「撤去命令」及び「措置命令」でございますが、安全基準に適合しない土砂等

が使用されるおそれがあると認めるときの埋立ての停止、それから土砂の一部もしくは全部の撤

去または防災上の必要な措置を知事が命ずることができることになっております。 

この命令に対してどのように担保するかということで、罰則を設けてございまして、主な罰則

の例といたしまして（ア）にございますが、無許可による埋立て、それから埋立ての停止命令に

対する違反、撤去命令に対する違反、措置命令に対する違反などでございまして、これにつきま

しては１年以下の懲役または１００万円以下の罰金となっております。もう一つの土砂の搬入届

出の無届け、届け出をしないとか土砂管理台帳を整備しないといったものにつきまして５０万円

以下の罰金という形になっております。 

それから、搬入されます土砂の分析等でございますが、分析者・頻度等といたしましては、ま

ず発生元の事業者といたしまして、発生場所におきまして５，０００立米ごとに１検体、それか

ら埋立てをする事業者につきましては、４カ月ごとに１回、埋立区域３，０００平米ごとに１検

体という形での分析も課しております。 

次のページをごらんください。分析項目でございますけれども、土壌の地質検査につきまして

は、土壌環境基準として定めております２７項目、それから埋立てをしております場所からの排

水の水質検査として、地下水の環境基準の２９項目を分析するように求めております。この確認

方法でございますが、発生元の地質検査につきましては土砂の搬入届出、これは具体的に残土処

分場の許可が出された後に、そこに土砂が搬入される場合に搬入届が提出されるわけでございま

すけれども、この搬入届に添付されてまいりますので、これを県が確認ということになっており

ます。それから埋立地におきましては、県の担当者が立ち会いのもとで、埋立ての状況、廃棄物

の混入がないことなども含めまして、立ち会いのもとで検体を採取・分析し確認をするというこ

とになっております。なお、これまで県の確認検査によりまして、砒素が土壌環境基準を超過し

たという例がございまして、この場合は基準超過の範囲を特定いたしまして、撤去を指導したと

いうことでございます。 

この条例が１０年の１月から施行になっておりますけれども、その後の改正状況について御説

明をさせていただきたいと思います。まず適用除外でございます。当初条例が施行されましたと

きに、千葉市などは政令市ということで除外をしておりましたけれども、その後市町村が県条例
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と同等、または同等以上の条例を独自に制定した場合、これは地域の環境は地域で守りたいとい

う各市町村の考え方を尊重いたしまして、県残土条例からの適用を除外するようにしております。

これは平成１５年４月からでございます。具体的に各市町村が独自の規定として設けている内容

といたしましては、隣接区域の土地所有者の同意並びに事業区域からの一定の範囲に居住する世

帯主の１０分の８以上の同意を求めることなどでございます。現在、条例上適用除外している市

町村は、そこに書いてございますように、８市２町でございます。 

次に、土地の管理者の責務の強化をしております。埋立てをする事業者だけではなく、その場

所、土地を提供する管理者についての義務の強化でございます。また、一たん許可を受けまして

長々と事業をされては困るというところがございまして、事業期間、埋立期間を３年以内という

ことが条件になっております。それからどのような土砂を入れたかという土砂等の管理台帳の作

成を義務づけました。以上が１５年１０月からの改正でございます。 

それよりも少し前になりますけれども、建設汚泥の処理をした処理物を残土処分場へ搬入する

というようなケースが見受けられました。これにつきましては１３年９月に通知をいたしまして、

禁止ということになっております。現在千葉県で許可をしております特定事業場、いわゆる残土

処分場の許可の状況でございます。平成９年度以降のものといたしまして、表として掲げさせて

いただいております。年間おおむね６０件程度の許可件数で推移をしております。 

なお、下にございます合計欄に記載されております許可面積の合計と、事業完了廃止の合計、

それと一番下にございます現在稼働中の数値、これを合算したものが一致しませんが、これにつ

きましては埋立てが終了しておりますが、廃止届出が出ていないといったようなところで、必ず

しも一致していないということを御承知おきいただければと思っております。この表からごらん

いただけると思いますが、条例が許可になってから今まで７３０件、合計面積といたしまして１，

１５３万８，７８４平米の許可、搬入土量が６，４７２万立米ということで、大量の建設残土が

搬入、埋立てをされているというような状況でございます。 

次のページをごらんいただきたいと思います。３におきます千葉県における有害物質を含む土

壌汚染の事例でございます。地域住民からの苦情によりまして、残土条例に基づき確認したとい

うことで３例ほど挙げさせていただいております。事例１といたしましては、造成工事の土砂の

中から六価クロムが土壌環境基準を超えた。事例２といたしましては土砂の埋立地から砒素が土

壌環境基準を超えた。事例３といたしましては再生土の保管場所から、フッ素が土壌環境基準を

超えて検出されたというような事例でございます。なお、未確認情報でございますけれども、私

どもの方に聞こえてくる話といたしましては、土壌環境基準を超えた土砂を、土壌環境基準をク

リアしている残土と混合して処分をしているというような話ですとか、有害物質を建設汚泥に混

合し、残土として処分しているというような例や、また建設汚泥を形式的に一たん中間処理場へ

搬入するものの、無処理でそのまま残土処分場へ搬出するような例があるというような話が聞こ

えてきております。 

次に課題でございますが、まず１点目の法規制のところでございます。残土は廃棄物ではござ

いませんので、規制する法律がないというのが現状でございます。埋立てに当たりましては、利

用目的、要するに上物を建てたいがための、土地造成をしたいというような目的での処分、埋立

てと、それから不要な残土を処分したい、この場所からどかしたい、どこかに捨てたいという意

味での、処分目的というような埋立ての二つがございます。冒頭申し上げましたような利用目的

という点を考えますと、残土は本来土地造成の材料としての利用価値があると思いますが、最近

は後段の処分目的というところで、少し例を挙げさせていただきましたけれども、廃棄物と同様

に、不要なものとして処分をしたいというようなケースが多く見受けられます。その結果、都県

境を越えて移動して埋立てが行われていると思われます。また処分をするときには処分費用を支

払うというようなケースが多いというふうに思います。 
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処分の状況でございますけれども、残土の埋め立てが行われている現場におきましては、先ほ

どの県といたしましては残土条例で許可をした残土処分場には、建設汚泥を処理したものを持ち

込んではならないということを示しておりますけれども、実際建設汚泥を中間処理したものと、

残土の境界がはっきりしない。要するに区別がつかないというのが実情ではないのかなというふ

うに思っております。 

次に、何らかの処理を施したものと思われるものが搬入されている。要するに薬剤を使用して

固めたり、脱水などをしたというようなものが見受けられる。それから他の産業廃棄物、特に家

屋解体に伴って発生しますコンクリートの固まりとか、廃棄物といったような下ごみと言ってい

るものですけれども、そういったものの混入が見受けられることがある。それから産業廃棄物の

最終処分場と同様に受けとめられる向きがございまして、残土処分場の建設計画に対して、地域

住民の方から地下水汚染が心配だということで反対運動が起きている事例がございます。飲用の

水源を井戸に頼っている場所というようなところでの地形の改変というのは、一般に嫌われてい

ると思っております。 

それから現場でのトラブルが起きたときに、実は埋立ての事業者とそれから反対をされている

地域の住民の方、それから我々のような地元の行政機関の三者による対応がほとんどでございま

して、そこに搬入する残土の搬出者がその場にかかわっていないということがひとつ問題ではな

いかと思っております。それから最後になりますが、埋立てをした後の跡地の管理手法というの

が確立されていないというような課題があるのではないかなと思っております。 

次のページをごらんください。写真の左側にございます図１でございますが、これが地域の

方々が、明らかに「残土埋立」ということをはっきり明示し、さらに地下水汚染を懸念している

ということで、反対運動をしている看板でございます。右側が森林の谷間での残土処分場という

ことで、このような形で、重機の大きさからごらんになっていただくと、かなり大きなものでは

ないかなということがお察しいただけるのではないかと思っております。 

それから有害物質が検出された場合の残土の処分方法について、３点ほどお話しさせていただ

きたいと思います。今、すべての残土に安全性の確認が義務づけられていないということでござ

います。一応千葉県といたしましては、県が許可をした残土処分場に搬入する場合には、排出元

の分析結果を添付するということを求めており、また埋立てをしたものについては、私どもが確

認をする形をとっております。しかしながら、残土が発生する場合に土壌汚染対策法が適用され

る場合は差し支えないと思いますが、今申し上げましたような県の残土条例に基づく埋立てを行

う場合は義務がございますけれども、それ以外はないということが一つございます。 

それから２点目の、いわゆる県の残土条例で言う安全基準、土壌環境基準を超過した土壌とい

うのがあるはずなのですが、その処分方法が不明であるということでございます。県の残土条例

では先ほどの繰り返しになりますが、安全基準を超過した残土の搬入は認めておりません。安全

基準を超過した残土の処分方法が確認できていませんので、県の残土条例の処分場に入らないも

のはどこへ行っているのでしょうかというような心配があります。それから汚染土壌の浄化施設

において浄化を行った後の処分先が確認できていないというようなことでございます。それから

ウといたしまして、その汚染土壌の浄化施設と産業廃棄物処理施設を兼ねているということでご

ざいまして、施設へ搬入され、処理されたものというのが、通常の残土でも実際には処分費がか

かりますので、先ほど言いましたように廃棄物同様に埋立てをするのに処分費を払わないと処分

できないような状況であるにもかかわらず、有償売却というような形で処分されておりまして、

その処分先が確認できないというような課題があります。 

それから４点目といたしまして、県外からの搬入状況でございます。残土につきましては発生

から処分までを把握する手法がないという問題がございまして、千葉県の残土条例による搬出元

の報告によりますと、都県境を越えて残土が搬入され、県内の残土処分場に埋立処分されていま
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す。国土交通省の「建設副産物実態調査」によりますと、これは全国調査なのですが、１都３県

の建設工事に伴い多量の残土（建設発生土）が発生しているということがわかっております。ま

た、千葉県の残土条例で認可をしたときに、どこから持ってきているかという、その埋立実績の

報告を集計しますと、多量の残土が千葉県に搬入されているというような状況がございます。 

次のページ、ごらんいただきたいと思います。これは千葉県の残土条例による報告のまとめで

ございまして、搬出元別による千葉県への残土の搬入量といたしまして、平成１７年度は左側で

ございますけれども、年間５０８万立米の搬入があり、このうちの３分の２。１８年度は右側で

ございますが、合計で５１９万立米の約４分の３というのが千葉県以外から搬入されて、千葉県

内で処分をされているというような状況でございます。具体的にその搬入されている状況などに

ついて以下写真をもって御説明させていただきたいと思います。図４というのが、これは今船を

使って千葉県に搬入されている残土の状況でございます。もちろん船以外にも陸上輸送というこ

とでトラックを使って輸送されるものもございますけれども、今は物流と考えて船での搬入まで

現実に行われているということでございます。陸揚げされたものは内陸部へダンプで輸送される

というような状況でございます。 

６ページ目をごらんいただきたいと思います。図６でございますが、これは陸揚げをされたと

きの残土でございます。もちろん見た目はきれいなものもございますが、ちょっと色がいろいろ

違っているところがあると思います。こういうような状況で陸揚げをされるということでござい

ます。図７は、大規模な残土処分場の状況でございます。実はこの写真が不十分でございまして、

左側にもまだちょっと続いています。人間の大きさから全体を見ていただきますと、かなり大き

なものであるということがおわかりいただけると思います。それから下の図８でございますが、

これも大規模な残土処分場の例でございます。 

それから最後になりますが、７ページの図９をご覧ください。千葉県には山砂を採取した跡地

がいっぱいございます。そのうちの右上の方を見ていただきますと、何かちょっと地形が変わっ

ているように見えるのですが、これは拡大してみますとこのような形になりまして、山砂を採取

した跡地に残土を搬入しているというような例でございます。それから最後になりますが、一番

下にございますこの残土を利用した法面の整形ということでございまして、下の重機の大きさな

どを考えていただきますと、かなり大きなものだということがごらんいただけるかと思います。 

以上が、千葉県におきます残土問題の現状についての説明でございます。 

 

（髙橋座長） 

北田様、ありがとうございました。それでは今の御説明につきまして、御質問いただきいと思

います。いかがでしょうか。藤井委員、どうぞ。 

 

（藤井委員） 

３ページの３のところの有害物質の基準値を超えた事例が３件紹介されていますが、これは許

可案件の中からということなのでしょうか。 

 

（北田参考人） 

いえ。先ほど県の許可案件につきましては県立ち会いのもとで確認をしています。その中での

１件で砒素が検出されたということを御説明させていただいたと思いますが、２ページの上の方

です。この３ページの３の事例１、２、３というのは、ともに県の許可施設ではございません。 

 

（藤井委員） 

許可案件からその後出たというケースはないのですか、今まで。 
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（北田参考人） 

はい。許可案件は２ページ目の上の方にございます、ウというところに確認方法（イ）に埋立

地で県の担当者が立ち会いで確認をしますと。その際に砒素を検出した事例がございますという

ことでございます。 

 

（藤井委員） 

 はい、わかりました。 

 

（髙橋座長） 

 いかがでしょうか。時間の関係もありますので、もうお一方ぐらい御質問いただければと思い

ます。では大塚委員、お願いします。 

 

（大塚委員） 

 ここに余り出てきていないですけれども、現在ある搬出汚染土の管理票について、どのぐらい

使われているかということについて教えていただきたいのと、それから２ページの（５）のイの

ところで、土地の管理者の責務の強化というのがありますが、もう少し詳しく説明をお願いした

いのですけれども。 

 

（北田参考人） 

 すみません。１点目の汚染…。 

 

（大塚委員） 

 ええ。汚染土の管理票の制度が一応あることはありますよね。 

 

（北田参考人） 

 はい。 

 

（大塚委員） 

 あれがどのぐらい使われているかということについて、千葉県の中でどうかというのをいかが

でしょうか。 

 

（北田参考人） 

 余り確認はできていなくて申しわけありません。実態として正しく運用されているかどうかの

ところは、ちょっと私が確認取れておりません。申しわけありません。それからもう１点が何で

したでしょうか…。 

 

（大塚委員） 

 （５）のイのところ。 

 

（北田参考人） 

 はい。これは先ほどちょっと御説明させていただいたつもりでおりますけれども、本来であれ

ば許可を受けて埋め立てをする人に責任を負わせたいのですが、その埋め立てをした人が例えば

途中でいなくなってしまうとか、それから有害なものが搬入されたまま事業所が倒産してしまっ
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たというような場合には、土地の管理者に責任があります。または先ほどの条例上の中の撤去等

の措置命令を発する相手として、土地の管理者にも拡大したというような状況でございます。 

 

（髙橋座長） 

 どうもありがとうございました。ほかにも私自身もちょっと御質問したいこともございますが、

時間の関係もございますので、北田様へのヒアリングはここまでとさせていただきたいと思いま

す。北田様、どうもありがとうございました。 

 それでは次に、実際に土壌汚染に関しまして事業を行っている関係者の方々から御説明をいた

だきたいと思います。事務局が土壌環境センターの会長代理でいらっしゃいます荻原委員と御相

談しまして、まず調査の関係では応用地質株式会社の奥村様、対策関係では鹿島建設株式会社の

浦様、汚染土処理関係では三友プラントサービス株式会社の金原様、お三方にお願いすることに

なっております。大変申しわけございませんが、質問の時間も取りたいと思いますので、お願い

した時間を御考慮の上、御説明いただきたいと思います。 

それではまず奥村様、よろしくお願いいたします。 

 

（奥村参考人） 

 応用地質の奥村でございます。土壌汚染調査の現状と課題について、弊社の経験とそれから社

団法人土壌環境センターでの活動をもとに、これから御説明いたします。 

 まず１ページ目の下のパワーポイントでございます。現状ですが、土壌汚染対策法の施行によ

り、土壌調査は増加して、さまざまな機会に土壌調査が行われるようになっております。そのさ

まざまの機会というのは、まず土壌汚染状況調査と称しています法に基づく調査、自治体の条例

に対応する調査、これは先ほど説明がありましたが、地域の実情、いわゆる土地利用の状況や産

業の状況等々から、適用も幅広に考えておられるものと。土地取引を目的とするもの、不動産の

証券化やＭ＆Ａを目的とするもの、最後でございますが、主に操業中の事業所で行われる環境・

管理・監査に伴うもの、この五つがあります。 

 これらの調査は、土壌汚染対策法に示された土壌汚染状況調査が基本になります。その土壌汚

染状況調査というのは法の規則、それから環境省監修で平成１５年に発行された「土壌汚染対策

法に基づく調査と及び措置の技術的手法の解説」通常我々は「解説書」と呼んでおりますが、こ

の解説書が基本となって、上の五つのいろいろな機会でも参考とされています。 

 次のページに移りまして、土壌汚染対策法に基づく調査の流れについて御説明いたします。法

では第３条、先ほど御説明あった有害物質使用特定施設の廃止という義務調査と我々呼んでいま

すが、それから第４条、都道府県知事が命令する命令調査というのに規定された土壌汚染状況調

査を、この２ページ目の上の流れは示しております。一方、その土壌汚染状況調査で汚染が認め

られた場合は、その下にありますとおり、詳細調査、いわゆる対策検討のための詳細調査に移行

するというのが法に基づく流れであります。１点目の土壌汚染状況調査、この場合、法３条に基

づく調査を例にしていますが、土壌汚染のありなしの範囲を判断するための調査であり、これも

法で指定される指定調査機関が実施するということになっております。かつ、規則それから告示

に基づいて具体的な調査方法が定められております。 

 その調査の結果、土壌汚染のおそれの程度によって敷地を３分類して、土壌汚染のおそれのあ

る区域、おそれの少ない区域について試料を採取し、分析を行い、そこで汚染が判明した場合は

詳細調査に移ります。詳細調査の主目的は対策を検討するための調査でございます。これにつき

ましては、ご存じのように日本の地盤地質というのは非常に複雑であり、かつそこに汚染物質と

いうもう一つ要因が入るがゆえに、現場ごとに調査方法を判断してやっているのが実情です。 

 それでは法に基づく調査の最初に行う調査が、２－１に示します資料等調査及びおそれの分類
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であります。縦横三つの欄に分けておりますが、上の段から申しますと、まず土壌汚染のおそれ

のある土地というのは、例にありますとおり有害物質使用特定施設、有害物質使用特定施設とつ

ながっている配管、あるいは地下ビット等、有害物質を貯蔵している場所とかがおそれのある場

所です。これにつきましては後から例示しますが、１０メートル格子に１点試料を採取するとい

うやり方をとっております。 

 それから土壌汚染のおそれが少ない土地と申しますのは、そういう作業員の方がその作業靴の

まま立ち入ったり、あるいはその有害物質を使用した製品等を仮置きする倉庫等々を汚染のおそ

れの少ない場所というふうに分類し、３０メートル格子で調査いたします。これは対象物質、第

１種特定有害物質という、地下にしみ込んだ後、地下で揮発して、広い範囲に拡散するという性

質を持った揮発性有機化合物については３０メートル格子の真ん中の区画で実施する。重金属等

については偏りがあるという可能性があるので、東西南北中央と、五つの区画からサンプルを取

るということになっております。最後の欄、山林とか従業員の住居施設、グラウンド等、そうい

う汚染物質が移動したと思われないところについては汚染のおそれがないということで、調査は

いたしません。 

 続きまして、３ページ目の上の図でございますが、ある対象地のおそれ分類をやった事例でご

ざいます。この図のとおり、東北端を起点としまして、東西南北１０メートル格子に区切ったの

が実践の区切りでございます。それから、点線で区切っておりますのが、おのおのその１０メー

トル格子が九つ入っている３０メートル格子でございます。まず、赤でかつ黒線をハンチングし

たところが、特定有害物質を使用した施設あるいはそれに連結する配管等々がある場所、これを

「おそれのある場所」、それから点々で記しておりますところが、作業員等々が動き回る場所で

「おそれの少ない場所」です。それからブルーのところは特定有害物質が拡散、移動しなかった

場所というように区画で区切ることがまず第１点であります。この赤色、それから黄色の区画に

おいて前段の表で申しましたとおり、試料の採取を行います。その試料の採取の方法についても、

規則あるいは告示で明瞭に決められているというのが法の特徴であります。 

 土壌汚染状況調査により汚染が認められた場合、その下の段の詳細調査に移ります。ここで土

壌汚染状況調査から詳細調査に移るとき、我々が大変いつも悩むのは、土壌というのは土粒子固

体とそれから付着水、液体、それから空域の土壌ガスと、三相から構成される非常に不均一なも

のです。そこにさらにいろいろな特質を持った物質がしみ込み、それが地下でさらに天からの営

力である雨水の浸透に伴い、どのように移動していくかということは非常に複雑であります。明

瞭に調べればそれに越したことはないのでございますが、時間的問題、費用的な問題も考慮して

判断せざるを得ないというのが土壌汚染状況調査というふうに思っております。 

 それで、２－３の詳細調査でございますが、 

 ①対策検討のための調査であり、必要な調査の方法、レベルについては現場ごとに大きく異な

っており、法律では定められておりません。現状、調査方法は現場ごとに異なっておりますけれ

ども、一般的な調査目的・調査方法は以下の３点でございます。まず土壌汚染の３次元的な分布

を調べること、それから地下水への影響、いわゆる移流拡散状況を知ること、それから最後に対

策範囲を確定し、対策工法を検討することが目的となります。 

 土地利用や土壌汚染の状況、いわゆる土地の価値と土壌汚染による健康被害の問題等を検討し

て措置実施者の経済的技術的能力等を考慮しつつ、汚染土壌の存在する範囲の的確な確認、それ

から措置方法の検討を現場ごとに実施します。まず地下のことでございますので、これは深さを

知る上ではボーリング調査は必須かと考えております。ボーリングをやる場合においては、その

バックグラウンド、汚れていないところも調べるということも通常配慮いたします。それから措

置を考える上では地盤の水の通しやすさ、空気の通しやすさ、掘削や構造物施工等のための強度

等も実施します。さまざまな現場があるわけですが、そういうところでどういうやり方をすべき
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かというのは、土壌環境センターで５年たった経験事例をいろいろ集めつつ、さらに次の参考に

なることを整理しています。 

 ４ページに行きまして、自主調査でございますが、条例に基づく調査や土地取引に伴う自主調

査の方法はさまざまでございます。自主調査で行われる資料等調査は、先ほど東京都の方から御

説明があったとおり、地形、水文、地質構造、地下水汚染状況、有害物質の利用状況、それから

土地地下水の利用状況、それから過去の事業活動というようなことが法以外の場合は行われます。

その欄の中の斜、太文字が土壌汚染状況調査という法に基づく調査では必須項目です。ここでの

キーワードは時間的、空間的に精度の高い情報を多く収集して的確に判断し、いわゆる汚染分類

を行うことが重要というのがいずれの調査においても大事なことと考えております。 

 ５ページに移りまして、自主調査等の土壌汚染調査でございますが、まずこれは、条例は法よ

りも対象、すなわち面積、物質、使用時期等を幅広にしています。特に利用地下水が賦存する帯

水層まで調査を行う。それから過去に使用あるいは使用した可能性がある有害物質も対象として

おります。それから土地取引の場合については、資料等調査の結果、有害物質の使用の｢可能性

がある｣、「不明」という事柄についても懸念なきよう、おそれありというか、そういうものま

で幅広に行います。自主調査等における汚染が認められた場合の詳細調査は、さきに述べた２－

３と同じでございます。 

 最後のパワーポイントになりますけれども、自分なりに課題を整理してみました。４点ござい

ます。まず１点目は、法律の対象範囲が拡大される場合には、資料等調査を充実させ、そのため

のさまざまな情報インフラを整備する必要があると考えます。２番目は、資料等調査の適切な実

施のためには、指定調査機関（担当技術者）の技術力アップと品質維持のための教育が必要であ

る。これは法に基づく指定区域とするか否かというのは非常に重要な調査なので、恣意的な調査

方法にならないためにも指定調査機関の信頼性を高める必要があり、担保するために(社)土壌環

境センターでは技術向上のための努力をやっていくべきと考えています。 

 ４は今まで述べたこととちょっと離れますけれども、データ収集・整理等々を行うことから、

地下水のデータの活用による調査の効率化、それから汚染原因が事業活動によるものか自然的原

因によるものかを判断する方法という事柄について、我々調査会社としてはやや悩むところがあ

るということで、最後に課題として書き添えさせていただきました。 

 以上でございます。 

 

（髙橋座長） 

 奥村様、どうもありがとうございました。御質問の方はお三方まとめて後でお願いするとしま

して、次に浦様、よろしくお願いいたします。 

 

（浦参考人） 

 鹿島建設の浦でございます。土壌対策工事の現状と課題についてお話しさせていただきます。

資料６でございます。内容は最初に土壌対策工法の現状、それから工法の相対的な比較、これを

お話しした後に、個別のテーマ３点について説明いたします。 

 土壌汚染対策工法の現状です。資料の最後に今からお話しするいろんな対策の概念図をつけて

おりますので、裏側ですね、必要に応じて御参照ください。工法については重金属、ＶＯＣに分

けて説明いたします。 

重金属です。特徴は比較的表層の汚染が多いこと。分解無害化が性質上できないという特徴を

持っております。主な工法として使われているものは掘削除去、これをやり、場外で処理すると、

これが最も多い。次に掘削し、敷地内で浄化をして埋め戻すと。この敷地内浄化については現状、

分級・洗浄という工法が主体でございます。これに加えて原位置封じ込め、これらが重金属では
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使われております。 

 ＶＯＣ汚染です。特徴は浸透しやすく、深い帯水層下部までの汚染が多いこと。ただし分解無

害化が可能ということもありまして、これを利用した工法が使われております。主な工法として

は汚染が浅い場合には掘削除去、②に書いております原位置分解、これが分解無害化を利用した

工法で、最近普及しております。工法には幾つかあります。還元分解法、酸化分解法、微生物分

解法などがあり、これらは汚染の状況によって使い分けられております。ＶＯＣの３番目に書い

ておりますが、原位置抽出、これらは土壌ガス吸引法、地下水揚水法などでありまして、これは

従来から多く使われております。現位置封じ込めは重金属と同じでございます。これらの工法は、

同じサイトで複数組み合わせて使われるということも当然ございます。 

 次に対策工法の相対的な比較でございます。まずコストについてでありますが、コストの安い

順に申し上げますと、封じ込めなど暴露経路の遮断、これが最も安い。次いで原位置での浄化。

最もコストが高いのは掘削除去となります。このコストにつきましては、後で試算例を紹介させ

ていただきます。 

 Ⅱ工期です。短い順に申し上げますと、封じ込め等暴露経路の遮断、これが最も短い。次いで

掘削除去、浄化時間が最もかかるのは原位置分解等でございます。浄化の確実性ですが、掘削除

去は良質土と置きかえるという工法の性格から、他の工法と比べて最も確実と言えます。汚染状

況への対応、汚染の濃度であるとか物質とか地盤であるとか、これらについて三つにまとめてお

ります。封じ込め等暴露経路の遮断は、適用条件を満たせば低コスト、短工期と言えます。原位

置浄化分解は、対象が化合物に限られますが、掘削除去に比べ輸送などの環境負荷が少ないと言

えます。掘削除去は敷地内での制約条件は少ないのですが、敷地外で輸送、それから汚染土の処

理時の環境負荷があります。以上をまとめてⅤに書いておりますが、浄化期間を含めて工期、浄

化の確実性と対策のコストというものは、一般にトレードオフの関係にございます。 

 次に法律適用の有無と対策工法の関係、これについて三つのケースに分けて説明いたします。

最初に土地の売買のケースです。これは法律対応、法律外にかかわらず売買のケースでは現状掘

削除去が最も多いと言えます。汚染深度が深いＶＯＣでは、先ほど述べた原位置浄化が増加の傾

向にあります。Ⅱ土地保有継続、土地を売らないケースなのですが、法律対応の場合、暴露経路

の遮断、それから小規模な汚染では掘削除去等が行われております。法律外では法律に示されて

いる措置、これにないバリア井戸やそれから透過浄化壁などの拡散防止も採用されております。 

Ⅲケース目、操業中工場のケースです。これは操業に支障がない工法として原位置浄化、バリア

井戸、透過浄化壁などが選定されます。 

 問題点として２点感じております。一つは土地の売買のケースでは、指定基準、環境基準がベ

ースですが、わずかな超過土壌も掘削除去による対策が多いです。二つ目ですが、同じ汚染土壌

であっても指定区域とそれ以外では規制が異なる。汚染土壌の適正管理の観点からは、同一レベ

ルの規制が望まれます。具体的には汚染土管理票、認定施設などです。 

 ４、ブラウンフィールド問題、これについて考えられる要因を三つここに示しております。土

地の購入者は完全に浄化された土地を要求することが多いということで、掘削除去が主体となり

がちです。②に書いておりますのは、掘削除去を採用した場合、対策工事費が高くなりがち。土

地の価格が安い地方では売却断念のケースが生じやすいと言えます。③は現状、土地の鑑定は汚

染の除去、完全浄化を前提としていると。このことがある意味掘削除去を後押ししているように

私は感じます。 

対応策ですが、２点挙げました。一つは土壌汚染に対する正しい理解の推進ということで、土

地利用に対応した「措置」の合理的な選択を可能にする社会的合意と申しますか、雰囲気づくり

が必要であると。２番目は土地利用形態に対応した土地利用基準といったものの設定です。健康

被害防止、これは大前提として指定基準をベースに、土地の用途に応じた利用基準、これが望ま
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れます。 

 ５、リスクコミュニケーションですが、この問題４点挙げております。一つは土壌汚染に対す

る社会の強い不安感、過剰と私は感じておりますが、強い不安感があります。②として指定基準、

土壌環境基準、これが唯一の判断基準となっていること。３番目、土地の利用形態にかかわらず

完全な浄化の要求、４番目、汚染原因者に対する不信感。汚染原因者、土地の所有者からのこの

コミュニケーションの際、安全性、対策の妥当性に関する説明は理解されないことが多いといっ

たことが挙げられます。対応策として２点挙げました。一つはリスクコミュニケーター制度の確

立です。中立的立場での解説あるいは調停により、リスクコミュニケーションが円滑化すること

が期待されます。二つ目は、土壌汚染の実態に関する正しい理解の推進ということで、国のより

積極的な広報活動によって、この土壌汚染に関する正しい認識を社会に深める必要があると考え

ております。 

 次に先ほど申しましたコストの比較について簡単に説明いたします。措置費用の比較でござい

ます。ここでは汚染サイトのモデルを２ケース設定しまして、該当する「措置」の費用の比較を

行っております。費用は地盤条件であるとか、それから敷地の近隣の条件等でかなり差異が生じ

ますが、ここでは概略値を用いた試算を行ったということをまずお断りしておきます。 

 ケース１です。これは重金属汚染です。含有量基準を超過する場合ということで、設定した条

件は敷地の面積が１万平米、この３割の３，０００平米が汚染され、その平均深さは３メートル

であるとしました。こうしますと対策をする土量は９，０００立米、汚染状況としては重金属が

含有量基準を超過ということです。措置費用の比較ですが、掘削除去とアスファルト舗装を比較

しております。 

費用は下の段、工事費と維持管理費とに分けて示しております。維持管理２０年としておりま

すが、この２０年については特に定めはありませんが、試算上ここで暫定的に２０年とさせてい

ただきました。掘削除去です。工事費用、簡易な山留め、掘削、場外処分など、このケースです

と４．５億円でございます。維持管理は掘削除去ですから、この場合ないということで、総計４．

５億円。舗装措置ですが、工事費用、これはアスファルト舗装、駐車場相当ということで、この

面積ですと０．１５億円です。維持管理は１０年目に舗装の補修を行うとして、０．０６億円を

入れて、総計は０．２億円でございました。これはケース１の試算結果です。 

 次、ケース２、ＶＯＣ汚染で溶出量基準を超過する場合です。設定した条件ですが、汚染の深

さは地表からマイナス１０メートル、それから汚染の土の量ですが、下の方の粘性土部の汚染土

量として４０メートル×４０メートルの、厚さ２メートルの３，２００立米、それから表層から

浸入していく部分の土量として８００立米、汚染の状況は有機塩素系化合物が溶出値を超過。地

下水も環境基準を超過。上記の条件で措置費用を掘削除去と原位置での封じ込めで比較しており

ます。 

 掘削除去の工事費ですが、これはかなり深いものですから、４方向設けたかなり強度のある山

留め。掘削汚染土の場外処分とあわせてこのケースでは６億円。維持管理費用は地下水、水質測

定ということで年４回２年８回、最小の回数ですが、これを入れて０．０１億円、総計掘削除去

は６億円でございます。一方、原位置の封じ込め措置です。工事の内容は地盤中に設ける遮水壁、

表層部のアスファルトの舗装、水位観測井戸等これをあわせまして０．５億円。維持管理費用は

舗装を１０年目に補修するということで０．０３億円、地下水の分析ですが、２０年間にわたり

年４回計８０回ということで０．０４億円、総計で０．６億円、掘削除去が６億円、原位置の封

じ込め措置が０．６億円ということでございます。補足の説明をさせていただきました。 

 以上で私の説明を終えさせていただきます。 

 

（髙橋座長） 
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 浦様、どうもありがとうございました。引き続きまして金原様、よろしくお願いいたします。 

 

（金原参考人） 

 三友プラントサービスの金原でございます。汚染土壌の搬出及び処理処分の実態を三友プラン

トサービスの実務とあわせて御報告させていただきたいと思います。 

 三友プラントサービスは、産業廃棄物の化学物質を中心とした処理処分を行っております。産

業廃棄物の基本原則としては、排出者責任ということで、それの運搬それから中間処理、最終処

分という形での処理を過去から現在、行っております。このほかに最終処分以外にリサイクルと

いう、中間処理した後の項目がありますが、そのリサイクルの方は協力企業に依頼しているため

にこの表から外しております。同じようなこの産業廃棄物の処理処分と同じシステムで汚染土壌

の運搬・処理処分ということを過去から現在、行っております。 

 次のページで、具体的にビジュアルに運搬というのはローリー車とかあるいはトラック等を使

わせていただいております。処理処分は熱処理、あるいは化学処理、不溶化処理ということで有

害物を分離・分解・不溶化というような３工程を行っています。その後最終処分としては管理型

の埋め立て処分地がございます。先ほど話しましたように、産業廃棄物の中からの有効な物は他

企業でリサイクルという形で協力していただいております。 

 同じく汚染土壌処理処分の流れを示します。先ほど浦参考人の方からもお話がありましたよう

に、現場で処理した後搬出されましたものは、私どもの中間処理で一つは管理型、あるいはリサ

イクルとしては埋め戻し、あるいはセメント原料としていただくということになります。それぞ

れ調査した分析結果以外に、それぞれの施設で受け入れ基準、受け入れ基準というものがござい

ますので、処理するためのデータを現場管理及びあるいは処理したときのデータが受け入れ先に

提示される必要がございます。またそれにあわせた処理処分というのが行われてございます。 

 そういうことで、産業廃棄物等汚染土壌の基本的な違いを表にしてみました。法令の対象は産

業廃棄物の場合はすべてが当たります。汚染土壌の場合は指定区域のみということです。それか

ら責任者は産業廃棄物の場合は排出者、汚染土壌は基本的に土地所有者ということです。それか

ら契約は、必ず必要でございます。汚染土壌の場合は特に必要ありません。それから産業廃棄物

の場合はその費用まで、単価まで記載が必要になってきます。それから収集運搬は許可制でござ

います。汚染土壌の場合は許可が不要でございます。それからマニフェスト、これも産業廃棄物

の場合絶対義務化ということで、例外事項はございません。汚染土壌の場合、指定区域以外は任

意ということになっています。それから処理処分も許可制でございます。汚染土壌の場合は、指

定区域以外は任意でございます。産業廃棄物は特に罰則が厳格なものになっております。汚染土

壌の場合は特にございません。 

 産業廃棄物の不適正処理事案は、非常に過去においては大幅な利益確保が目的であって、当初

より処理処分を行おうとする意識は全くないという汚染者、あるいは場所は山林地から市街地、

ありとあらゆるところにございます。その結果、人の健康被害、生活上の支障を来して、現在非

常に規制に強化しております。その結果現在は極端にこういう不正処理事案が現状のところ、過

去には多かったのですが、現状は非常に減少しているのが現状でございます。 

産業廃棄物の処理法の主な罰則規定ということは、搬出者は以下のとおりの罰金、それからマ

ニフェストの記載という追跡調査の方の不備も非常に重い罰則になっています。処理処分業者も

それに従って、非常に重い罰則がございます。特に一番重要なのは処理処分業者として怖いもの

は、欠格要件による事業の停止命令違反、許可取り消し、これが非常に大きな罰則になっており

ます。 

汚染土壌の不適正処理処分の現状としては、非常に今までのところ発覚事例が少ないと考えら

れます。それは汚染土壌か普通の土か見分けが見た目ではつかない。これに伴い汚染土壌の不適
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正処理事案が現実的に非常に顕在化していないのが現状だと思います。それに引きかえ産業廃棄

物の処理処分は見た目、あるいはにおい、その他感性に訴えるものがたくさんあり、容易に顕在

化したため社会の批判が高まり、先ほどお話ししましたように、現在は極めて不正処理が少なく

なっている現状です。 

汚染土壌処理で強化すべきポイントとしては、汚染土壌の不適正処理事案が生活環境上の支障

を来すおそれが推察されると思います。産業廃棄物の処理処分の歴史に鑑み、今後の汚染土壌の

処理処分を担保するためのポイントを整理しますと次の三つだと思います。一つは収集運搬処理

処分事業者に対する許可制、あるいは産廃ほどのきつい許可制でなくても認定制度を含んでまで

はいかがかと思います。それから搬出汚染土壌管理票、マニフェストを義務づけてトレーサビリ

ティを強化する。それから罰則及び優良事業者の評価を導入してはいかがかと考えております。 

最後に産業廃棄物が非常にリサイクルあるいは不適正事案が少なくなった原因としては、汚染

土壌処理、廃棄物の管理型の処分地があるという基本的なベースがあるということが推察されま

す。産業廃棄物の管理型の処理処分に汚染土壌を入れるということは、我々産廃業者としては非

常に難しいと思います。というのは、産業廃棄物の処理処分の管理型をつくるには、３年も５年

も許可申請しながら地元との合意形成をしながらやりますので、非常に大量に出て来て、かつ、

減量化しない汚染土壌を埋めるということはできないというのが現状です。そういうことで汚染

土壌専用の管理型埋め立て処分地があれば、この汚染土壌のランニングコストが低減でき、より

安価な処理処分が市場に提供できるのではないかと思います。産業廃棄物は、１００％ごみなの

ですが、汚染土壌というのは９９％が土で、そのあと１％が汚染物質だというふうに考えますと、

リスクから何から含めて、専用の処分地があればというふうに考えます。 

それから産業廃棄物と同じように搬出者責任ということで、搬出者がみずから最後の処分まで

責任をとるシステム、一貫した処理システムがあれば、より適正処理が担保されるのではないか

と考えております。 

以上でございます。 

 

（髙橋座長） 

 どうも金原様、ありがとうございました。それでは今のお三方の御説明に対しまして質問をお

願いしたいと思います。時間の関係上、お三方に対してまとめてお願いしたいと思います。いか

がでしょうか。では廣田委員、お願いします。 

 

（廣田委員） 

 浦様の御説明の中で質問ではないのですけど、鑑定評価の考え方というのを少し確認させてい

ただきたいと思うんですけれども、３ページですね、ブラウンフィールド問題に関してというと

ころ、４のところの③で、確かに鑑定の価格というのは、一般に、掘削除去が前提になっており

ますので、こういった形で通常はやっているのですけれども、鑑定評価が先にあるのではなくて、

不動産市場側の先ほど来いろいろなところで御説明いただいているように、不動産市場がそうい

う考え方になっているので、だれもがそういう考え方をとる場面については、ここにあります式

で価値をはじき出しているということでございますので、ちょっとその点だけ確認させていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（浦参考人） 

 私、言葉足らずの説明をしましたが、趣旨は全く同じでございます。 

 

（髙橋座長） 
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 どうもありがとうございました。それでは中杉委員、お願いします。 

 

（中杉委員） 

 浦さんの御説明のところで、対策法の相対的な比較のところで工期の話が入っていますけど、

もう一つリスク管理の期間の話を入れていただくと全く逆になってまいります。掘削除去が一番

短くて、それから原位置浄化がその次で、一番長いのが封じ込めという話です。その土地をどう

いうふうにその後管理していくかという、期間の視点を持たないと、土壌汚染対策の場合にはう

まくいかない。最後のコストの試算も、そこをどうするかということで随分変わってきてしまう。

そこら辺を加えておいていただくといいのかなというふうに思いますけども。 

 

（浦参考人） 

 御指摘のところはございます。ここではもう簡略化して比較ということで、ちょっと難しいと

ころは省かせていただきましたけれども、確かにリスク管理、いつまでどういうレベルでという

ところは重要な要件だと考えております。 

 

（髙橋座長） 

 どうもありがとうございました。では佐藤泉委員、お願いします。 

 

（佐藤泉委員） 

 佐藤でございます。奥村さんに伺いたいのですが、土壌汚染調査の課題の中で、指定調査機関

の担当者の技術力アップが必要だという御指摘があるんですが、現在のサンプル調査の仕方が環

境省の持っているガイドラインによれば、比較的固定的というんですか、機械的にサンプルをと

るということだと思うんですけれども、地形とか汚染原因にあわせて追加的なサンプル、あるい

はそれとは違う場所をとるというようなことも必要ではないかと思うんですが、その点いかがで

しょうか。 

 

（奥村参考人） 

 自主実施調査においては御指摘のところを考慮してやるのですが、土壌汚染対策法に基づく土

壌汚染状況調査においては、やはり客観性といいましょうか、だれがやっても同じような答えが

出てくるような、やっぱり規格化したやり方というのは、やむを得ないのではないかというのが

私の認識です。 

  

（佐藤泉委員） 

 そうですと、本当にある汚染というのが見つからないということがあると思うのですけれども、

その点ではいかがお考えでしょうか。 

 

（奥村参考人） 

 そのためにも前段で言いました資料等調査で試料の採取ポイントをきちっと決めるための調査

が大切です。通常やっていて思うのは、資料等調査というのは比較的コスト的にも安いものです

から安易に流れてしまうのですけれども、過去にも振り戻って、施設がどこにあったかとかとい

うことを明瞭に調べ、その試料採取地点を適切に選定するというような能力を、調査機関の方に

持っていただきたいし、我々自身もそういう技術を高めて行くことが必要だと思います。 

 

（髙橋座長） 
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 どうもありがとうございました。では、大塚委員。 

 

（大塚委員） 

 金原さんの御報告について、ちょっとお伺いしたいのですが、５ページの下の方ですけれども、

産業廃棄物の管理型埋め立て処分場と比べて、汚染土壌専用の管理型埋め立て処分場について、

浸出水の処理費などのランニングコストが低減できるという話だったんですが、感覚としてはご

みが１００％、汚染土壌は９９％は土だという話でわかるような気もするんですけど、それでも

ちょっと処理費がどのぐらい減ってくるかというところが感覚的にもちょっとつかみにくいのと、

汚染土壌も汚染をされているものですから、そんなに違うんだろうかというのが必ずしもよくわ

からないんですけど、もう少し詳しく御説明いただけるとありがたいと思います。 

 

（金原参考人） 

 私ども最終処分場を経営していまして、やはり土というのは土自身がいろんな化学物質の、あ

る程度クッション役になりまして、産業廃棄物そのもの、燃えがらとか脱水計器よりは非常にリ

スクの小さいものと思います。多分、汚染土壌が境外に飛散とか拡散というのは、土をいじらな

ければ、あるいはＶＯＣのような特別なものは地下水に浸透するわけですが、そこまでリスクは

ないと思われます。それから土そのものはエイジング効果でそういう化学物質も土になじんで非

常に安定したものになる可能性があります。そういうことで産業廃棄物の処分場に汚染土壌を入

れるというのが、同じ溶出試験の結果でやるというのが非常に我々自身、運営をしていまして矛

盾を感じますので、そういうリスク論からもいって、専用の土壌管理型の土地があれば、非常に

スムーズに行くのではないかなというふうに考えました。 

 

（髙橋座長） 

 それでは最後に前川委員、お願いします。 

 

（前川委員） 

 奥村さんに質問ですけれども、先ほどの佐藤委員の質問とも絡みますけれども、地下水データ

の活用による調査の効率化というのを具体的に教えていただけないでしょうか。 

 

（奥村参考人） 

 自分の知るところでは、各都道府県に監視用の井戸がございます。そのデータを地域地域によ

って活用したらどうかということが自分の考えです。自治体が持っている監視用井戸のデータを

十分に活用したいということです。 

 

（前川委員） 

 サイトではなくて？ 

 

（奥村参考人） 

 サイト近傍にあるといったらプライベートなデータになりますすね。ですから、それはあくま

でも土地所有者等の依頼が起きたときにはそのデータも当然収集させていただくけれども、まず

最初の資料等調査段階で地下水データを有効に活用すると、これ俗に言うならばもらい汚染とい

うようなことを考える上には、やはり自治体が持っているデータをきちっと整理して、その当該

地における問題を解決する糸口にしたらいかがかというのが私の提案です。 
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（髙橋座長） 

 よろしいですか。それでは奥村様、浦様、金原様、どうもありがとうございました。 

 引き続きまして諸外国の法制度、実態等について議題を移したいと思います。我が国の土壌環

境対策のあり方を検討する上で、諸外国の制度や実態が参考になると思います。環境省では昨年

度これに関する調査や事業を実施しております。諸外国の法制度調査は社団法人商事法務研究会

が請け負って実施されました、その調査にかかわった大塚委員から御説明をいただきます。また、

諸外国の土壌汚染に関する実態調査については、ＥＲＭ日本株式会社が請け負って実施されまし

た。そこで同社の吉田様から続けて御説明をいただきたいと思います。それでは大塚委員、よろ

しくお願いいたします。 

 

（大塚委員） 

 大塚でございます。諸外国の土壌汚染の対策の法制度について、アメリカ、ドイツ及びＥＵに

関して若干お話をさせていただければと思います。 

アメリカにつきましては、まず連邦に関してでございますが、スーパーファンド法がこの関係

の法律でございます。この法律はラブカナル事件をきっかけにしまして、１９８０年に成立して

います。１９８６年に大幅な改正を受けておりまして、これをＳＡＲＡというふうに省略して言

っております。それから２００２年にブラウンフィールド法によって改正を受けておりまして、

ブラウンフィールド法によって結局スーパーファンド法の中で改正をしたということでございま

す。 

目的といたしましては、環境中に放出された、あるいはされるおそれのある有害物質などの除

去による人の健康、環境の保護でございまして、対象物質は１０００物質以上の｢有害物質｣、そ

れから｢汚染物質または汚濁物質｣でございます。石油は除かれておりますが、石油については別

の法律で担保されております。 

次に、浄化措置の種類でございますけれども、除去措置と修復措置という２種類のものがござ

いますけれども、メインのものは修復措置の方でございます。こちらの方は長期的な対応をする

もので、全国優先順位一覧表という、ＭＰＬというものに掲載されましたサイトが対象となりま

す。 

次に、修復措置のプロセスでございますけれども、対象サイトは有害物質を放出したものから

の通知、それから全国対応センターの２４時間ホットラインからの情報によって選定されます。

それがＣＥＲＣＬＩＳと呼ばれる、このスーパーファンド制度のインフォメーションシステムの

中に登録されます。連邦または州が土壌汚染の存在のおそれがあると疑われる場合に、幅広く登

録されることになっております。このＣＥＲＣＬＩＳに登録されたサイトにつきまして調査がな

されまして、このＰＡと呼ばれる予備的調査とＳＩと呼ばれる現地調査がなされまして、さらに

ハザードランキングシステムと呼ばれる評価のシステムによって、個別サイトごとにリスクアセ

スメントがなされます。リスクアセスメントが個別サイトごとになされるという点が重要な点で

あります。 

このハザードランキングシステムのスコアが一定水準以上、２８．５点以上になるサイトにつ

きまして、先ほど申しました全国優先順位一覧表というＮＰＬに掲載されていきます。その経過

につきましては、次のスライドも御参照いただければと思います。その上で修復措置の実施に向

けた調査がもっと詳しい形でなされるわけですけれども、まず修復措置調査としてより詳細なリ

スク評価、それから措置の範囲の同定が行われます。さらに修復措置の実効性に関する調査、Ｆ

Ｓというのが行われまして、その上で複数の代替案について考慮する、それから住民からの意見

を反映するなどをしながら、修復措置が決定されていきます。そして修復措置が実施されまして

維持管理がなされていくという経緯をたどります。最後に、必要なすべての対応手段を完了した
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ということにつきまして、連邦の環境保護庁、ＥＰＡと州が合意をするときに、このＮＰＬとい

う全国優先順位一覧表から削除することになります。このような経過をたどることになっており

ます。 

次に、調査・対策の主体でございますけれども、ＰＡ／ＳＩと呼ばれる一般的な調査につきま

しては、ＥＰＡ連邦環境保護庁が実施いたします。これに対して修復措置に向けた調査であるＲ

Ｉ／ＦＳ、それから修復措置自体につきましては、ＥＰＡが実施することもございますが、原則

は潜在的責任当事者と呼ばれるＰＲＰが実施をして、ＥＰＡが監督するというのが原則でござい

ます。 

次に、汚染浄化の仕方でございますけれども、オンサイト処理が中心でございまして、先ほど

のお話との関係で言えば原位置浄化というのが中心でございます。これは汚染の拡散を防止する

という観点からこのようになっております。少しこれに書いておりませんけれども、どこまで浄

化をするかという問題がございますが、ハウ・クリーンズ・クリーンという問題がございますけ

れども、これに関しては各環境法の基準によるということになっておりまして、必ずしも明確で

はありません。ＥＰＡの裁量が残っているという状況でございます。そして封じ込め措置を選択

した場合には、ＥＰＡによって５年ごとに再調査をすることになっております。どのような措置

がなされるかについての選択に当たっては、費用効果性が考慮されます。 

次に、基金でございますけれども、基金の使い方に関しましてはＰＲＰ、潜在的責任当事者に

対して、その土壌汚染の浄化措置を実施させて、その費用を後から負担させると、浄化措置を実

施させるとともに負担させるというのが最も原則的な方法であります。enforcement firstと呼

ばれております。それ以外にＰＲＰが自分で実施しないという場合には、ＥＰＡが基金を用いて

代執行した後で、ＡＰＲＰに浄化措置に係る費用を吸収する、回収するという方法もございます。

もちろんＰＲＰが不明とか不存在の場合には、ＥＰＡが自分で基金を使って浄化措置を実施する

わけであります。基金の規模につきましては、８６年改正のＳＡＬＡのときに拡大しております

けれども、現在は減ってきている状況でございます。 

次に、責任でございますけれども、先ほど申しました潜在的責任当事者ＰＲＰというのが大き

く四つの累計がございます。非常に幅広く責任当事者が認められているということでございます。

①は現在の所有者、管理者、それから②は過去の施設の所有者、管理者でございまして、③は有

害物質の発生者でございまして、④は有害物質の輸送者というふうにお考えいただければと思い

ます。 

このうち特にその施設の所有者及び管理者につきましては、判例によって極めて広い主体を含

み得ることになっておりまして、そこに書いております親会社・株主、経営者・役員、法人承継

者、さらにちょっと書いておりませんけども、金融機関なども責任の主体になることになってお

ります。金融機関につきましては、いわゆるレンダーライアビリティとしてかなり大きな問題を

引き起こし、１９９６年に法律ができて金融機関の責任を限定することになっております。しか

し限定している現在の状況におきましても、環境法上のコンプライアンスについて意思決定をし

ている場合、さらに事業の全般的な管理をしている場合には免責されないということになってい

ますので、今申しました環境法上のコンプライアンスについて意思決定をしているか、事業の全

般について管理をしているという場合には、現在も金融機関が責任を負う可能性があるというこ

とでございます。 

次のスライドに移ります。責任の原理といたしましては、厳格責任、これ無過失責任のことで

すけれども、それから責任の遡及、これ法律の施行前に遡及するということですが、さらに連帯

責任が課されることになっております。このように幅広い責任当事者について厳しい責任が問わ

れているというのがアメリカ法の特色でございます。その上でさらに免責がほとんど認められな

いということが長い間続いてきたわけでございますが、１９８６年の改正のときに、さらにおき
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まして善意の購入者の抗弁というのが追加されております。これが先ほど申しました２００２年

のブラウンフィールド法の改正におきまして、さらに拡張してきているわけであります。 

そこでブラウンフィールド法の方に移りますけれども、ブラウンフィールドに関する２００２

年の改正でございますが、この目的は幾つかございますけれども、最も重要なものはブラウンフ

ィールドの再生のために一定の関係当事者の責任の免除をして土地取引を活性化していること、

それから州とか自治体のブラウンフィールドの浄化プログラムに対して資金援助をしていること

でございます。 

責任当事者の免責につきましては、②の方を先に説明しますけれども、これは善意の土地所有

者、これは土地所有者がその土地を購入したときに、その汚染について知らなかった、あるいは

知ることもできなかったという場合でございますけれども、具体的な要件といたしましては、そ

の良好な商慣行に従っていて、あらゆる適切な調査を実施したと、そしてその汚染の放出の継続

を停止するため、あるいは将来の放出のおそれを防止するために合理的な措置を講じた、そうい

う要件を満たす場合について善意の土地所有者であれば、所有者としての責任を免除するという

ことになっております。この（２）の②は、従来からのＳＡＬＡ以来の善意の購入者の抗弁を明

確化したものでございます。 

もう一つ免責要件が追加されていますけれども、①の方に移りますが、法律改正後の新所有者

について、所有者、管理者としての責任を免除するということが追加されていまして、その要件

としては主に三つございまして、一つは有害物質の廃棄が施設の取得以前であるということ、そ

れからあらゆる適切な調査を行ったということ、それから法律の継続を停止するため等々につい

て、合理的な措置を講じているという三つの要件を主に満たしているという場合には、法律改正

後の新所有者は責任を免除されるということになっております。これは従来以上に免責を拡張し

たものでございます。さらにここには書いておりませんけれども、もらい汚染についても免責さ

れる場合が認められております。 

今申しましたあらゆる適切な調査を行ったかどうかということについて、ＥＰＡ連邦環境保護

庁が規則を制定しておりまして、これが２００５年にできております。２００６年１１月以降に

ついてはこれに従うことになっております。 

 それから次に、ニュージャージー州に移りますけども、州の中でも特に特徴的なものとしてニ

ュージャージー州の産業サイト回復法というものがございますが、これは所有者、管理者は汚染

サイトの譲渡のときに潜在的な汚染の可能性が存在しない旨を証明する存在宣言の申請義務を持

つか、あるいはサイト浄化計画について環境保護庁に提出する義務を持つという、この二つのこ

とを内容としているものでございまして、土地の取引が調査義務のきっかけになるという制度に

なっております。 

 ドイツに移ります。ドイツは９８年に連邦土壌保全法が制定されております。その中で有害な

環境変更について予防する、それから防止をするということについての規定が置かれております。

予防原則、危険防止原則というところがそれに当たるものでございます。 

 次のスライドに移ります。浄化義務者といたしましては、有害な土壌変化または汚染跡地につ

いての原因者、それから土地の所有者、占有者が義務者になりまして、日本と割と似ているわけ

でございます。複数の義務者がいるという場合には、行政がどちらを選択するかに関して裁量を

持つということになっております。また複数の義務者がいるという場合には、お互いにその求償

権を持つということになっておりまして、浄化をして非常に費用がかかったという場合に、もう

片方の義務者に対して後で費用回収をすることも可能だということであります。さらに親会社に

関して、親会社が商法上の責任を負うという場合には、責任を負うという規定が４条３項で認め

られています。また過去の所有者につきましても、一定の場合に責任を負うということになって

おります。ちょっと時間がないのではしょります。 
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 ここにはちょっと書いておりませんけれども、価格の精算の規定というのが実はございまして、

その公費を投入することによって土地の価格が上がったと、しかし所有者はその価格を負担して

いないという場合には、その価格上昇分の限度でその公的な費用負担をした者に対して、支払い

をするという規定も置かれております。 

 次に調査でございますけれども、行政の調査義務につきましては、有害な土壌変化、あるいは

汚染跡地の存在について手がかりがある場合、あるいは検査値を超えるという場合には、導入調

査といって初期調査をする義務が所轄官庁にございます。さらに具体的な手がかりについて十分

な疑いがあるという場合には、浄化義務者に対する調査命令をすることができます。こちらの方

は詳細調査でございます。それから基準値及び要求事項でございますけれども、特に基準値につ

いて申しますけれども、検査値といって汚染調査を実施するかどうかの判断に用いられる値、そ

れから措置値といって措置を発動すべきだとされる値、それから予防値といって有害な土壌変化

のおそれがあると判断される値という三つの値が定められております。予防値というのは土壌の

機能の事前保護に対しての値でして、検査値よりもより厳しいというか、低い値が決められてお

ります。 

 次に移りますけれども、汚染跡地に関してでございますけれども、汚染跡地というのはここで

は廃棄物の処分場跡地とそれから旧工場跡地が含まれます。これにつきましてはちょっと書いて

いませんが、州でその汚染跡地あるいは汚染跡地の疑いがある土地について登録をするという制

度が入っております。さらに浄化義務者はこの汚染跡地に関して浄化計画、それから調査書とい

うのを提出することが、所轄官庁から求められることがございます。浄化計画書の内容について

はそこに書いてあるとおりでございます。しかし義務者がやらないという場合には、行政庁がこ

の計画を作成する場合もあるということであります。汚染跡地及び汚染跡地の疑いがある土地は、

所轄官庁によって、所轄官庁の監督下に置かれることになります。 

 次に、ドイツにおけるブラウンフィールド対策でございますが、州レベルでさまざまな「出資

制度」が活用されております。任意負担型と公的負担型が現在使われているものでございます。

最後にＥＵでございますけれども、土壌汚染の浄化以外の要素についてまず定められております

が、土壌汚染につきましては未然防止の制度、それから汚染サイトの目録についての規定がござ

います。この汚染サイトの目録は、人の健康または環境に対する重大なリスクを生じさせるレベ

ルに達する人為的な危険物質の存在が確認された態度を特定するというものでございますけれど

も、そこでリスク評価がなされることになっていまして、現在承認された将来の土地利用を考慮

して評価するということになっております。この目録は公表されます。 

 次のスライドですが、潜在的な土壌汚染活動が行われるサイトにつきまして、これを売却する

場合に、サイトの所有者または将来の購入予定者が土壌状況報告書というものをつくって、権限

ある機関とか取引の相手方に対して提供することになっております。この報告書には土地の履歴

とか危険物質の濃度レベルなどが書かれますので、これについても取引をきっかけにして調査を

するということが出てくるわけであります。 

ニュージャージーに近いことになりますけれども、売り主または買い主の義務というふうにさ

れているところが若干違っております。修復の規定もございますが、汚染の責任者に責任を負わ

せることができない場合には、修復の資金供給のための適切なメカニズムをつくることになって

おります。それから国家修復戦略についての規定もございますし、封じ込めの場合については、

モニタリングを継続することになっております。ＥＵにつきましては、ちょっと申しおくれまし

たけれども、これは指令案でございまして、現在指令に向けて検討がなされているという状況に

ございます。 

 以上でございます。 
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（髙橋座長） 

 どうも大塚委員、ありがとうございました。では引き続き吉田様、お願いいたします。 

 

（吉田参考人） 

 ＥＲＭ日本の吉田でございます。今大塚先生から話がありましたアメリカとドイツについて現

状について説明させていただきます。 

まず、全米におけるスーパーファンドサイトの現状でございますけれども、２００６年の時点

で４万６，２９６サイトがございます。そのうちこの赤い部分ですけれども、現状維持のサイト

というふうに書いてございますけれども、これが３万７，６７１サイトございまして、これが全

体の８１．２％を占めております。このサイトというのは、英語ではＮＦＡサイトというのです

けれども、これは No Further Action、これ以上の対応は必要ないであろうというサイトです。

このサイトというのは、現実には浄化が終わったサイト、それからリスクアセスメントをしまし

て、これ以上のアクションが必要ないというふうに特定されたサイト、それからブラウンフィー

ルドとして再開発されたサイト、これが３万７，０００サイトということになっています。 

 スーパーファンド法の適用開始から、一番利用された時点では、約８５億ドルがこれに使われ

た、日本円でしますと約１兆円になりますけれども、２００５年にはこれが１３．６億ドル、日

本円で１，５００億円ぐらいに下がってきております。このグラフから見ますと、アメリカでは、

いろんな対策を通じながら何らかの対策を実施することで対応が進んでいるというふうに見えま

す。 

 次にアメリカにおける浄化目標の設定とリスクアセスメントということでございますけれども、

連邦政府でＭＣＬ、これは Maximum Contamination Level という最高有害許容濃度ということ

で、連邦政府ではそういうレベルが決めてあります。実際には、各サイトの人に対する摂取リス

クの評価をいたしまして、これは口から入るもの、それから呼吸から入るもの、それから皮膚接

触から入るもの、そういうものを全部足し合わせたリスクを評価しまして、現実にはこのＭＣＬ

のレベルを即そのまま適用されるというケースはほとんどございませんでして、これよりもサイ

トごとに評価をして、もう少しゆるい基準を浄化目標として設定します。 

 そのような考え方を最初に採用したのはアメリカですけれども、現在ではドイツ、オランダ、

イギリス等の国でも採用されておりますし、２００６年のＥＵの指令にもこのような考えが入っ

てきておりまして、今では国際的考え方の一つとなってございます。サイトごとに指定されたそ

ういった基準のもとに、ありとあらゆるいろんな対策方法がとられておるのが現状で、アメリカ

では後でも説明しますけれども、どちらかというと土壌掘削という手法をとる割合は低くなって

ございます。 

アメリカにおけるブラウンフィールドの現状でございますけれども、ブラウンフィールドサイ

トは４５万から１００万サイトあると言われておりまして、それらがもちろん汚染されていない

とすれば、現状の地価で日本円で約２兆円から２．５兆円の価値があるといわれています。その

うちの８０％は経済的な手法を適用して、浄化対策を講じて再利用ができるというふうにされて

おります。ブラウンフィールドの再開発を促進しているのは、要するに土地の値上がりとか、そ

して財政上の支援システムとか、それから先ほど御説明ございましたけれども、浄化責任の一部

の義務が免除されるという、そういう法律的なバックグラウンドもございます。 

次のページですけれども、アメリカで採用されております浄化手法、これは２００６年に各州

政府から登録されたものですから、これにはスーパーファンド以外のサイトも全部入ってござい

ますけれども、この１年に新しく登録された総数は８，５２７サイトございます。これは重複計

上されておりますので、トータルのパーセンテージが１２２％ということになっておりますけれ

ども、そのうちの掘削除去は３６％、１２２の３６％ですから、現実の百分率ではもう少し少な
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いかと考えられます。そのほかに現地でいろいろな浄化手法が、アメリカでは非常に盛んに適用

されていて、そういった技術開発も盛んに行われております。 

 次にドイツですけれども、ドイツにおける汚染サイトというのは全部で２７万サイトあると言

われております。ドイツの特徴はそのうち１０万サイト、２７．９％は昔からドイツの小さな村

とか町とかというところでは穴を掘って、廃棄物を埋めていた歴史的な経緯もございまして、ド

イツの場合は２７．９％のサイトがそういう廃棄物の処理サイトということになっております。

現在対策進行中のサイトは全部で６万１，６００サイト、そのうちでこれから対策しようという

計画をすでに立てているサイトは４０％ですから、実際に対策されているのは６０％ということ

で、ドイツの方もそれなりに対策が進行しているということが言えると思います。 

 次のページですけれども、ドイツにおける基準値とリスクアセスメントということで、先ほど

説明ございましたけれども、検査値というのと措置費、それからもう一つあるのですけれども、

特に検査値と措置費について、検査値というのは特にダイオキシンとかフランとか、特に有害物

質について規定されていて、この値をこういうと直ちに調査もしくは対策をしなければならない

という値になっております。措置、これ Trigger Values というのですけれども、これはアメリ

カと同じようにやはりこのバリューはあるのですけれども、このバリューを超えると、そのサイ

トごとにやはり人に対する健康被害のリスクアセンスメントをやりまして、それからその対策値

よりもどちらかというと通常の場合緩い値が適用されて、それとなおかつ一番下に書いてござい

ますような子供の遊び場とか住宅地、それから公園レクリエーション地、それから商業地、それ

から一般的な農業地、それから菜園などの汚染が割と早く植物に移るようなところ、それから牧

草地、といったふうに土地の利用とそれからそのおのおのの土地に対する、リスクアセスメント

を実際に評価して、浄化目標値を決めるという、そういう仕組みになってございます。 

 ドイツにおけるブラウンフィールドの現状は、現状では連邦政府の資金については、旧東ドイ

ツの要するに国営の工場跡地とか軍の施設にかなりの資金は現状では使われているんですけれど

も、民間指導のブラウンフィールドの開発の場合は、インフラの整備というのは、例えば商業施

設をつくるということになれば、それに対する相応のインフラが必要になってくると思うんです

けれども、そういったものの設備の一部は地方公共団体の負担とか、企画の支援とか資金供用、

そういったものが整備されております。地方政府は、ブラウンフィールドの開発を経済促進の機

会ととらえ、候補地、土地の用途に基づいてサイトごとのそういった浄化基準を、この場合でも

決めているというのが現状です。特に連邦政府は、新しい住宅地の１３％はブラウンフィールド

を再開発して住宅地として使いたいということを考えております。 

 ドイツで採用されております浄化手法ですけれども、 Northrhine Westfalia 州の例で、母数

は６，３００ですけれども、ドイツでも土壌掘削の適用というのは５０％ぐらい、そのほかの原

位置とか現場での土壌の処理法が半分ぐらいを占めているというのが現状でございます。 

 以上でございます。 

 

（髙橋座長） 

 どうもありがとうございました。 

 

（吉田参考人） 

 ちょっと訂正させていただきます。検査値と措置値はちょっと日本語の名前が逆になってござ

いまして、 Action Values の方が措置値、それから Trigger Values の方が検査値です。 

 

（髙橋座長） 

 どうもありがとうございました。それでは５５分ぐらいまで御質問等をお願いしたいと思いま
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す。お２人まとめて受けたいと思います。よろしくお願いします。それでは中杉委員、よろしく。 

 

（中杉委員） 

 どちらにお聞きするのかというのは難しいですが、基本的には土地利用ごとの基準の適用、あ

るいはサイトアセスメントにしても土地利用によってリスクの程度ということがあるわけですね。

その土地利用が変わることによっての措置はどうするのか、その土地利用が変わるということを、

これらのサイトの中ではどういうふうに情報等担保しているのかということを教えていただけれ

ばと思います。 

 

（髙橋座長） 

 どちらでもお答えいただきたいと思いますが。 

 

（吉田参考人） 

 アメリカにおきましては、土地の利用を変えるときに、その時点で例えばその土地の利用がも

う少し緩い土地利用になる場合については、もう一度その時点でリスクアセスメントをして、そ

れで評価し直して、その土地に適用どうかということを決めるというふうに聞いておりますけれ

ども。 

 

（髙橋座長） 

 よろしいですか。そういうことだそうです。それでは藤井委員、お願いします。 

 

（藤井委員） 

 大塚先生にお聞きします。ＰＲＰの範囲の中で金融機関についても限定的だが責任負担が引き

続きあるというご説明だと思います。限定的な二つの条件として示されたケースは、基本的に金

融機関が債権を管理する場合だと思うのですが、今年から適用になった新ＢＩＳビス規制では、

信用リスク評価について債権の担保物件の土壌汚染リスクも、金融機関が事前に見るというふう

になりました。そうしますと、金融機関が善意でそうしたリスクを評価して事前には何も判明せ

ず、その後に担保徴求した後に汚染が発覚した場合において、金融機関はそれらの条件によって

責任を問われるという流れになるのでしょうか。新ＢＩＳ規制と、ＰＰＰの関係は、どのように

理解すればよろしいでしょうか。 

  

（大塚委員） 

 先ほど申しました二つの要素を考慮して決めることになりますが、先生がおっしゃっていただ

いているように善意で評価して何もなくても、それ環境法上のコンプライアンスについて何らか

の意思決定に関与しているということがわかれば、責任を負わされるでしょうし、事業について

何らかの管理をしているということが言われれば、責任を負わされることになりますので、全く

何も意思決定等に関与していないという場合であれば責任を負わなくなると思いますけれども、

具体的にはケース・バイ・ケースに個別的に裁判所によって判断されていくことになると思われ

ます。ですから今でも金融機関は、１９９６年法以後、その責任はかなり限定されましたけれど

も、なお非常に厳しい対応を迫られる可能性を持っているということだと思います。 

 

（髙橋座長） 

 どうもありがとうございました。それでは佐藤泉委員。 
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（佐藤泉委員） 

 佐藤です。どちらかの方に伺いたいのですが、アメリカでは自主的取り組みで行われる土壌保

全対策に対して、法律は全く関与していないか、あるいは一般的にはどういうふうに行われてい

るかということ。それから汚染土壌の移動についてアメリカとＥＵで何か規制が行われているか

ということについて。 

 

（大塚委員） 

 二つ目は何ですか。汚染土壌の何について。 

 

（佐藤泉委員） 

 汚染土壌の移動。 

 

（大塚委員） 

 移動。ではちょっと先の自主的取り組みについて。 

 

（吉田参考人） 

 自主的取り組みにおきまして、例えばカリフォルニア州なんかの場合は、施設を新しくすると

きに国に届けないといけないことになっています。また州に届けるリストにあるものを改変する

場合にも届けるということになりますが、その時点で調査をするということを推奨するというふ

うになっています。それは自分で自信があって、自分の土地を汚染されていなければ別にやる義

務はないのですけれども、一応やった方がいいでしょうというふうになっています。ですから、

自主的な取り組みはほとんどそのケースでやられておりまして、そういった仕組みでカリフォル

ニア州では現在では７５％ぐらいの、そういった工業用地が調査なされているというふうに聞い

ております。 

 

（大塚委員） 

 汚染土壌につきましては、必ずしも詳しくありませんが、先ほど申しましたようにスーパーフ

ァンド法ではオンサイト処理が中心になっているので、できるだけ汚染土壌は外に出さないとい

うのが基本です。それ以外については汚染土壌のその後の状況についてはスーパーファンド法で

は特に規定がございませんので、各州に任されていると思いますけれども、州によって廃棄物と

同じような扱いをしているところはありますけれども、そこは各州で対応が分かれているという

ことだと思います。 

 

（髙橋座長） 

 どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。それでは中杉委員。 

 

（中杉委員） 

 大塚先生にお聞きいたします。ブラウンフィールドのところの改正法のところですけれども、

責任当事者の免責のところで｢合理的な措置｣というふうに書いてあります。この「合理的な措

置」というのは土対法で言うリスク低減措置の中の掘削除去、浄化以外の措置とどこが違うので

しょうか。 

 

（大塚委員） 

 まさに私もちょっとそこ、気にしておりまして、非常にポイントを突いていただいているので
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すけれども、恐らく封じ込めの措置のようなものも、場合によってはこの合理的な措置になると

思いまして、個別的なケースで何が合理的かということを考えることになりますけれども、この

法律の継続を提出するためということですので、ある種の封じ込め措置はここに入ってくると思

われます。そういう意味で、我が国と比較してみるときには、封じ込めだけでいいことが我が国

の法律では基本的には認めているというふうに考えますと、免責をした、したと言っていても、

実は日本の封じ込め程度のことは、少なくとも要求されているということでもありますので、こ

の免責をされているというところばかり余り強調して、何もしなくていいというふうに考えてし

まうと、実は全然そうではないというふうに考えております。 

 

（髙橋座長） 

 どうもありがとうございました。それ以外にございますでしょうか。大塚先生、アメリカのこ

とちょっとお聞きいたします。サイトの発見作業って３ページにありますが、基本的にアメリカ

の場合は、責任当事者の免責でちゃんと調査したかどうかということで、いろんな取引の際に調

査させるということで発見させていると思うのですが、それ以外に法的に調査の契機というか、

汚染の発見の契機みたいなことについては、何か規定があるのでしょうか。教えていただきたい

と思います。 

 

（大塚委員） 

 これは、明確な規定はないのですけれども、むしろ全国対応センターの２４時間ホットライン

とか、そういう事実上のところから入ってくることになっていて、それがサークラーのインフォ

メーションシステムの方に流れていくというようなシステムになっているということで、条文と

しては余り明確なものはありません。 

 

（髙橋座長） 

 どうもありがとうございました。では最後に、正保委員よろしくお願いします。 

 

（正保委員） 

 １点だけお願いします。大塚先生、今の３ページの下のリスク管理のあり方ですけれども、こ

の一番下に費用効果性の考慮という項目がございまして、中杉先生からも関連のあるコメントが、

先ほどあったかと思いますけれども、期間として何年ぐらいのところを見て費用効果性というの

は考えられているのでしょうか。 

 

（大塚委員） 

 すみません、ちょっとそこまで具体的なことはよくわかりませんが。申しわけありません。 

 

（髙橋座長） 

 かなり専門的なことで、そこら辺はまた何かわかりましたらお教えいただきたいと思います。 

今日はいろいろと議題がたくさんございまして、大塚先生、それから吉田様、どうもありがと

うございました。 

今日はたくさん議題が立て込んでおりまして、時間の関係上お聞きになれなかったことがある

と思いますが、それについては事務局を通じて何なりと御質問をいただければと思います。 

それでは全体を通して委員の先生方から御意見、御質問等をいただきたいと思いますが、何か

ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
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（な し） 

 

（髙橋座長） 

 それでは本日の議事につきましては以上とさせていただきます。次回もヒアリングが予定され

ておりますが、事務局におかれましてはどのような分野の方からのヒアリングを予定されており

ますでしょうか、お答えいただきたいと思います。 

 

（坂川土壌環境課長） 

 次回のヒアリングをお願いする方については、現在調整中でありますけれども、事務局の方で

考えておりますのは、例えば不動産の関係者、金融の関係者、また土地を所有している産業界の

方などに可能であればお願いをしたいと思っております。また経済産業省におきまして、昨年度

土壌汚染をめぐる企業の対策、対応のあり方という調査を実施されたということでございますの

で、できましたらその内容についても御説明いただきたいというふうに考えております。引き続

き調整させていただきたいと思っております。 

 なお、次回につきましては、およそ１カ月後、８月の下旬、またはもし先生方の御都合が悪け

れば９月の上旬ぐらい、そのあたりを考えておりますので、後ほど日程調整をさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（髙橋座長） 

 委員の先生方によろしくお願いいたします。本日の議事録につきましては、事務局で調製の後、

発言委員等への確認等をよろしくお願いするということでございます。 

それでは本日は９時半から長時間、御議論いただきありがとうございました。以上をもちまし

て、本日の懇談会を閉会させていただきます。ありがとうございました。 


